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この使用説明書（マニュアル）は、JAAF‐MST2020の使用方法と注意事項を記載したものです。
事務所経営上の実態把握にも役立つ「業務量集計ソフト」を追加・組み込んでいますが、このソ
フトに関しては別途マニュアルを作成してあります。
JAAFMST2020の業務量集計機能以外は、おおむね2019版と大きな変更はありませんが、2019
版で度々行ってきた小改良を集約してありますので、2020版をご利用ください。

この本説明の他に、主として導入時の操作方法などを説明した補助的な「簡易版」もあり、別途
の業務量集計ソフトのマニュアルと合わせた3つの説明書のファイルをまとめて圧縮しています。
JAAFMSTのファイル構成は下図の通りですが、本説明書及び簡易版は赤枠で囲まれた部分に該
当します。

JAAF‐MST2020の操作にあたって、あらかじめプリントしてご利用ください。
JAAF‐MST2020には、建築士事務所協会会員用版と非会員用版がありますが、本書は共用です。
本書の図版類（主に画面キャプチャーと印刷イメージ）は会員用版掲載のものを採用しており、
ごく一部差異はありますが、誤植ではありません。

「Work_rate」
フォルダ

JAAFMST解凍後の
ファイル構成

「サンプル入り」フォルダ
収納のファイル

本マニュアル

Work_rateフォルダ以降は、業務量
集計ソフトのマニュアルがあります。

JAAFMST2020のファイル・フォルダ構成
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全体構成図

JAAF‐MST 2020は、業務報酬算定システムRESA5にプロジェクト管理と士法関係
文書の出力を一元化する機能を追加した建築士事務所のマネージメントに役立つ複合
ツールです。業務量集計ソフト（別説明書あり）も組み込まれています。
プロジェクト（物件）管理や顧客、建築士、設計事務所、施工者の情報をデータベー
ス化する設計思想により開発されています。
マイクロソフト社/エクセルのフォームデータ形式で作成されており、同一内容の再
入力が不要で省力化を図っています。

（スタートファイル、業務量集計ソフトのフォルダ、協会リストファイルは
割愛しています。）

ｴｸｾﾙﾌｧｲﾙ 印刷書類 データの流れ

基本情報ＤＢ
PROJ管理ＤＢ

士法帳簿印刷

A 建築士DB

B 事務所DB

C 顧客DB

D 施工者DB 

業務記録台帳
（士法帳簿）

簡易入力画面・
帳簿印刷確認

業務報酬算定システム
（RESA-5 ）

報酬算定
1）RESA5（告示第98号準拠）
2）図面枚数別集計
3）ランク別人件費対応
4)耐震診断業務算定
※2,3,4はJAAF版
追加機能

年次報告書等
入出力管理

見積書
請求書
内訳書

成果品リスト
契約書

Ⅰ

出
力

出
力

出
力

出
力

出
力

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

同一フォルダ

① ② ③ ④ ⑤

マクロ
採用範囲

年次報告書
閲覧書類

重要事項説明書印刷
士法24条の8の書面印刷
四会連合契約書印刷

＋

重要事項説明書
士法24条の8書面

設計監理契約書
（標準・小規模）
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JAAF‐MSTを利用するための最初のステップ（1）

JAAF‐MST最新版をダウンロードサイトから入手し、利用開始する方
法を解説します。以下のフォルダ作成は必ずしもこの通りでなくても
かまいませんが、推奨方法を示します。

1）ダウンロードサイトから、最新版JAAF‐MSTをダウンロードする。
（ダウンロード先は、お使いのPCのHDD内の任意の場所で、
例として「jaafmst」というフォルダを作成しそこに保存）
ダウンロードサイトはグーグルなどで「jaafmst」と検索すると
簡単に見つけられます。

↓
2）ダウンロードしたZipファイルを解凍（すべて展開）する。
（展開先は、上記で作成したフォルダなど）

↓
3）解凍したファイル全てを別途作成の運用フォルダにコピーする。
（例「JAAF‐MST20**運用」フォルダ。「20**」は「2020」
等のバージョン数値）
この運用フォルダはネットワーク上ではなく、ローカルのHDDに
設けてください。ネットワーク上では、リンク切れを起こす可能
性があります。複数のPCで利用したいときには「dropbox」等
クラウドを利用してください。

↓
4）これで、準備ができました。運用フォルダ内のスタートファイル

「★start」をダブルクリックして使用開始してください。
↓ （次ページへ）
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JAAF‐MSTの使用のおおまかな流れ

1）スタートファイルに建築士事務所情報を登録
↓

2）スタートファイルのボタンから「基本情報データベース」
を選択し起動させ、関係者情報を登録

↓
3）スタートファイルのボタンから目的の機能を選び
該当ファイルを起動する。

↓
4）それぞれのファイルに入力し、目的の書類を印刷する

1）★start
2）db‐kihonjoho
3）db‐projkanri
4）menu‐projkanri
5）resa5
6）nenjihoukoku
7）jaafmst‐list
8）auto☆copy
9）Work_rate(フォルダ)

JAAF‐MSTの構成ファイル
スタートファイル
基本情報データベース
プロジェクト管理データベース
簡易入力
業務報酬算定/RESA5
年次報告書等入出力
建築士事務所協会リスト
DBファイルのコピー用マクロ
業務量集計ソフト

※7）の「jaafmst‐list」は、事務所協会会員版のみに存在します。
※ダウンロードサイトには、上記の各ファイルは統合されて1つの圧縮ファイルが
収容されています。

JAAF‐MSTを利用するための最初のステップ（2）
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ご利用にあたっての重要注意事項

■圧縮されたファイルを解凍後は、すべてのファイルを必ず同一フォルダ内に
収めて利用してください。フォルダ名は任意です。
■利用の際は、まず、先頭に★の付いた「★start 」ファイルを起動させてください。
■ 「★start 」以外のファイルを呼び出すときは必ず「★start 」ファイルのメニュー
ボタンで呼び出してください。名前を変えて保存したファイルはこのボタンでは呼び
出せません。直接ファイル名をクリックするか「ファイルを開く」でファイル名を
指定して起動してください。この場合もスタートファイルは開いておいてください。
■以下のファイルは、ファイル名を変更するとシステム全体が正しく機能しません。
内容を修正しても、必ず上書き保存してください。
1）db‐kihonjoho
2）db‐projkanri
3）menu‐projkanri
4）★start

■以下のファイルは、内容を修正後、適宜ファイル名を変更して保存してください。
この際、種別ごとにあらかじめサブフォルダを作成し、そこに保存する事も可能です。
ただし、保存した場所から不用意に移動するとリンク切れを起こす場合があります。
1）resa5
2）nenjihoukoku
※例 resa5‐○○ビル‐200215

nenjihoukoku2019‐200412 （最後の6けた数字は日付を表しています）
これらを別フォルダに保存した後で開く場合、直接ファイル名をクリックするか
「ファイルを開く」でファイル名を指定して起動してください。
データベースファイルやスタートファイルの内容が追加・修正されている場合にその
内容がこれらのファイルに反映されていない場合は、初めに修正したデータベース
ファイルやスタートファイルを開いた状態にしてからこれらのファイルを開き、
リンクを確認（場合により再リンクさせ）の後保存してください。
■以下のファイルは、データ参照用でユーザー側で操作不要です。また、データ修正でき
ないよう保護されています。ファイル名変更禁止で、変更すると正しく動作しません。
1）jaafmst‐list ※非会員用版にはこのファイルはありません。

■すべての入力用ファイル共通のルールとして、黄色のセルが入力部分となっています。
一部紺色の登録エリアもあります。入力が禁止されているセルは保護をかけています。
書式設定にも保護が設定されていますが、セル幅などは原則調整可能です。
正規版に移行した際に提示される保護解除パスワードにより保護を解除して
ユーザー側で調整できるように設定してあるシートもあります。
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動作条件（動作環境）
■本製品はマイクロソフト社のWindows版 エクセル （2007以降）で動作します。
ただし、「resa5」ファイル以外はエクセル97以降のバージョンでも動作します。
エクセル97、2000、2003ではボタンの立体表現など表示機能が制限されます。MAC 版
のエクセルは動作保証できません。
■「menu‐projkanri」ファイルではマクロを使用していますので、セキュリティ設定に
よりマクロの動作を規制するメッセージがでることがあります。その場合はセキュリ
ティレベルを下げてください。（方法など詳しくはエクセルのヘルプを参照してくださ
い）
■本製品は、社内ネットワーク等のネットワーク環境ではリンクが正常に働かない場合
があります。ネットワーク外のローカルのHDDに置いてご利用ください。複数のPCで利
用したい場合は、クラウド利用の場合はリンク切れが出ないことがあります。現在
DROPBOXではリンク切れは発生していないようです。

保存形式
「resa5」ファイル以外は「エクセル97‐2003ブック」形式で、「resa5」ファイル は
「エクセルブック」形式で保存されています。 「 resa5」ファイル以外を現在の形式よ
り上位の形式で保存されることは可能ですが、 「resa5」ファイル を下位の「エクセル
97‐2003ブック」形式で保存されると表示などに支障が発生する可能性がありますので、
そのままの「エクセルブック」形式で保存してください。

ご利用条件
■本製品の著作権は開発者のテクトプラン及び栗原健一に帰属します。
■エクセルの機能等のお問合せには開発元、提供機関・提供団体は回答できません。
■本製品を第3者に販売することを禁止します。
■本製品は、通常の業務において使用すること以外の目的で利用することを禁止します。
■本製品は、通常の業務において使用する場合、利用者は適宜改変することができます。
■本製品を利用したいかなる結果についても開発元、提供機関・提供団体は一切の責任
を負いません。ご利用者の自己責任においてお使い下さい。
■試用版はすべての正規版の機能の確認が出来ますが、印刷時には制限を設けており
正しく印刷されません。一部ファイルでは登録に制限を設けています。
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バージョンアップ時の対応方法
バージョンアップやアップデートが実施された場合、それ以前のJAAF‐MSTご利用
の方は、下記の方法により入力済データ資産を継承したり、ファイルを最新の状
態に更新してください。＜会員用、非会員用共通＞

ケース1 データの更新
■この処置が必要なケース
1）JAAF‐MSTをバージョンアップした場合。
JAAF‐MSTの最新版が提供された場合（バグの修正による場合も含みます）

2）データベースファイル（db‐kihonjoho、db‐projkanri）自身が改良、更新の場合

■更新の概要
従来の二つのデータベースファイル（db‐kihonjoho、db‐kihonjoho）のデータをそれぞ
れ新しいデータベースファイルにコピーします。
2020版では、2014版,2015版,2016版からコピーはマクロ利用による自動実行が可能で
す。この自動実行では、スタートファイルの事務所登録情報も自動コピーされます。
2013版からのコピーは下記記載の手動コピーの方法で行ってください。

■自動実行の更新の概要（2014、2015、2016版のデータベースファイルの活用）

1）ハードディスクの任意の場所に「new」と「old」の二つのフォルダを作成します。
2）最新版のjaafmst2020の圧縮ファイルをダウンロードし解凍（展開）したら、その
ファイル全てを「new」フォルダに収納します。
3）今まで利用していたJAAF‐MSTの全ファイルを「old」フォルダを収納します。すでに
データ入力済ファイルは万一に備え別の場所にバックアップ（コピー）し保存しておいて
ください。
4）newフォルダにある「auto☆copy」ファイルをクリックして開くと、データコピーの
メニュー画面が開きます。（次ページに図あり）前記の1） 3）の操作が済んでいること
を確認したら、「コピー開始」ボタンをクリックするとコピーが始まります。
＜注意事項＞
「new」ファルダの「auto☆copy」以外のファイルが起動しているとエラーになります。
かならず、終了させておいてください。
コピー先の最新版JAAF‐MST2020のデータベースファイルに登録済のデータはすべてク
リアされます。（ダウンロードしたばかりの最新版データベースファイルにはダミーのサ
ンプルデータがありますが、これらがクリアされ過去の利用者が登録していたデータベー
スファイルのデータに入れ替わります）
※次ページにデスクトップに「new」と「old」フォルダを作成した画面例画像あります。

7



デスクトップに「new」と「old」フォルダを作成した例。
この例では、実際に運用するJAAF‐MSTを保存する「運用フォルダ」とダウンロードした
JAAF‐MST2016を一時保存する「JAAF‐MST」フォルダもデスクトップに作成していま
す。デスクトップに設けるのではなく、利用者が任意の場所にこれらのフォルダを作成し
ても良いです。ただし、「new」と「old」は任意のフォルダの下に並列に作成します。

自動コピーを行う場合のフォルダ作成例

自動コピーの画面

コピー開始ボタンを押すと自動実
行が開始されます。実行中はマク
ロ処理が高速で実行されるため画
面が頻繁に切り替わります。
「new」ファルダ「auto☆copy」
以外のファイルが起動していると
エラーになります。かならず、終
了させておいてください。
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■手動での更新の手順（2013版のデータベースファイルの活用）

1）新しいjaafmstの圧縮ファイルをダウンロードし、従来のフォルダと別の名前のフォル
ダを作成しここに保存します。その後解凍（展開）してください。今後はこの新しいフォ
ルダを利用することになります。すでにデータ入力済ファイルの納まっている以前のフォ
ルダは、万一に備え別の場所にバックアップ（コピー）し保存しておいてください。

2）古いファイルの各シートごとにデータを新しいファイルの同一シートにコピーします。
シートを開き、入力済領域の左上セルをマウスでクリックし左ボタンを押したまま一番右
下のセルまでドラッグしてボタンをはなすと全データが選択されます。マウスの右ボタン
でコピーを選びクリップボードに保存し、ファイルを閉じます。

3）新しいファイルを開き、入力済領域の左上セル（同じ番地になります）にマウスカー
ソルを合わせ、「貼り付け」します。

下記のサイトに図解説明があります。
http://www.arcoffland.com/archisheet/jaafmst/sinkyu‐sasikae.html

4）「★start」ファイルを更新した時は事務所情報とＩＤや解除キーを再入力します。

JAAF‐MST関連
フォルダ構成の例

前頁のデスクトップに「new」
と「old」フォルダを作成した
場合のエクスプローラで表示さ
せたフォルダ階層状況です。
この例はデスクトップにJAAF‐
MST関連フォルダを設けた場合
ですが、利用者の状況では業務
関係で任意に構築している独自
のフォルダ階層の中にこれらの
フォルダを作成することもでき
ます。他のフォルダに「new」
と「old」が存在していてもか
まいませんが、JAAF‐MST用は
並列に配置していることが必須
です。
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ケース2 ファイルの更新

■この処置が必要なケース
*データベースファイル（db‐kihonjoho、db‐projkanri）以外のファイルの改良、更新が
あった場合

■更新の概要
ダウンロードし解凍した新しい8（非会員版は7）ファイルから更新したファイルのみを差
替えます。

■更新の手順
1）新しいjaafmstの圧縮ファイルをダウンロードし、従来のフォルダと別の名前のフォル
ダを作成しここに保存し、その後解凍（展開）してください。すでにデータ入力済ファイ
ルの納まっている以前のフォルダは、万一に備え別の場所にバックアップ（コピー）し保
存しておいてください。

2）アップデート情報等から更新が必要なファイルを選び、従来のフォルダにドラッグし
て上書きします。この時同名の新しいファイルに上書きするかどうか確認するメッセージ
がでますので、「上書きする」を選択して下さい。
先に古いデータを消去し単なる「コピー」ですと、リンク切れを起こしてしまいますので
ご注意ください。また逆方向（古いファイルを新しいファイルに上書き）も同様にリンク
切れを起こす可能性があります。

3）「★start」ファイルを更新した時は事務所情報とＩＤや解除キーを再入力します。

ご注意
2013版から2014版以降へのバージョンアップでは、ファイル名
を変更しましたので、2013版で作製した年次報告書、RESAの各
種書式は、2013版のツールで印刷・出力してください。
新しく情報入力するときは2020版をご利用ください。
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スタートファイルのメニュー画面

1.スタートファイル

概要
日常的に本ツールを利用する際、まず初めに呼び出すのがスタートファイルです。
スタートファイルを開くと上図のメニュー画面が出てきます。

ここで、初回のみ最下段のボタン「建築士事務所情報登録・正規版切替」でユーザー事務
所の情報と正規版切替手続きを行ってください。

次に、基本情報データベースに、建築士、設計事務所、顧客、施工者の各種情報をあらか
じめ登録しておきます。
新規物件に関して新しい関係者が出てきたときには、必ず、追加入力しておきます。

そのあとで、2 5のボタンを押して希望するファイルを呼び出します。
次ページ以降で、各ファイルの使用法を説明します。

アップデート等があった場合、入力済データを引き続き活用するための処理方法を解説し
ているサイトへのリンクボタン「バージョンアップ時のデータ移行方法」を右上に設けて
います。
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使用者登録と解除キー入力

ユーザー事務所の情報を登録します。所属協会は必須です。会員番号制度の有無は、協会名で自動判

断します。解除キーを入力すると、制限なく利用できます。また、シート保護パスワードが表示され

ますので、すべてではありませんが、セル幅の変更など書式設定が自由に調整が可能になります。

このような検索でも出てきます
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基本情報データベースのメニュー画面

2.基本情報データベースへの入力

概要
基本情報データベースは、建築士、設計事務所、顧客、施工者の各種情報をあらかじめ登
録しておき、そのデータを必要とされるJAAF‐MSTの各ファイルに転記し、利用します。
特にプロジェクト管理データベースにこれらのデータが利用されます。
入力可能な件数は、建築士および建築士事務所データベースが1000件（1000行）、顧客
及び施工者データベースが2000件（2000行）です。

メニュー画面で目的のシートのボタンをクリックすると移動します。
JAAF‐MSTの利用の際に初めに作業を行うファイルです。
新しいプロジェクトに関連して関係者が増加した時は、随時情報を追加してファイルを上
書き保存してください。

JAAF‐MSTがバージョンアップした場合、これらの入力済みデータは新しいJAAF‐MSTで
利用できます。2014版以降のデータは自動コピーできます。
「バージョンアップ時のデータ移行」のページを参照ください。

次に、各シートごとの入力について説明します。
なお、各データベース画面の入力情報はあくまでサンプルであり、シートごとの整合性も
ありません。
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1）建築士データベース

建築士データベースの入力項目 2） 18）

1）建築士コード

2）氏名又は名称

3）ふりがな

4）〒

5）住所（所在地）

6）電話

7）FAX

8）MAIL

9）所属事務所

10）一級建築士、二級建築士又は木造建築士

の別及び管理建築士である場合にあっては、

その旨

11）登録番号

12）登録を受けた都道府県名（二級建築士

又は木造建築士の場合）

13）建築士法第２２条の２第１号から第３号

までに定める講習のうち直近のものを受けた

年月日

14）構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士

である場合にあっては、その旨

15）構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士

証の交付番号

16）建築士法第２２条の２第４号及び第５号に

定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた

年月日

17）管理建築士

18）備考

下記の入力項目の 2）から18）までの項目について所属及び協力事務所の建築士の情報を一人ずつ

入力してください。建築士コードの順番に従って行を開けないで上から順に入力してください。

列の「入れ替え」、「削除」、「挿入」を行うとこのデータを参照する他のファイルで正しく機能し

ませんので、絶対におこなわないでください。

17）の「管理建築士」は該当する場合「○」を選択してください。
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2）建築士事務所データベース

10）FAX

11）MAIL

12）登録種別

13）登録番号

14）担当者

15）所属

16）担当者電話

17）備考

下記の入力項目の 2）から17）までの項目について協力事務所情報を一事務所ずつ入力してくださ

い。建築士事務所コードの順番に従って行を開けないで上から順に入力してください。

列の「入れ替え」、「削除」、「挿入」を行うとこのデータを参照する他のファイルで正しく機能し

ませんので、絶対におこなわないでください。

1）事務所コード

2）氏名又は名称

3）ふりがな

4）業務種別

5）代表者（開設者）

6）管理建築士

7）〒

8）住所（所在地）

9）電話

建築士事務所データベースの入力項目 2） 17）
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3）顧客データベース

8）MAIL

9）建築主区分

10）担当者

11）担当者電話

12）紹介者

13）備考

下記の入力項目の 2）から13）までの項目について顧客情報を一件ずつ入力してください。

顧客コードの順番に従って行を開けないで上から順に入力してください。

列の「入れ替え」、「削除」、「挿入」を行うとこのデータを参照する他のファイルで正しく機能し

ませんので、絶対におこなわないでください。

1）顧客コード

2）氏名又は名称

3）ふりがな

4）〒

5）住所（所在地）

6）電話

7）FAX

顧客データベースの入力項目 2） 13）
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4）施工者データベース

9）MAIL

10）施工者区分

11）許可番号

12）担当者

13）所属

14）担当者電話

15）備考

下記の入力項目の 2）から15）までの項目について施工者情報を一件ずつ入力してください。

施工者コードの順番に従って行を開けないで上から順に入力してください。

列の「入れ替え」、「削除」、「挿入」を行うとこのデータを参照する他のファイルで正しく機能し

ませんので、絶対におこなわないでください。

1）施工者コード

2）営 業 所 名

3）代表者

4）ふりがな

5）〒

6）住所（所在地）

7）電話

8）FAX

施工者データベースの入力項目 2） 15）
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3.簡易入力

概要

「簡易入力」は、別ファイルの「プロジェクト管理データベース（台帳）」への入
力を簡易に効率化するために設けられています。
通常はここで物件ごとの情報を入力し登録するとマクロ機能により「プロジェクト
管理データベース（台帳）」ファイルに自動的に転記されていきます。
その際、基本情報データベースファイルにあらかじめ登録した建築士、設計事務所、
顧客、施工者の各種情報をコード番号入力により自動的に参照し転記します。
「簡易入力」を利用せず、「プロジェクト管理データベース（台帳）」に直接入力
する方法を選択することもできます。
正式に受託する前の引き合い段階から一部入力し、正式受託後から業務完了までの
間、必要に応じて加筆・修正が出来るようにしてあります。

オ－プニング画面 PROJ管理台帳メニュー画面
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簡易入力
「スタート」ファイルのボタンで

「簡易入力」を選択すると、オープ

ニングの動作準備のためのアニメー

ションの後、左図の「MENU」タ

ブが開きます。

「このブックには、ほかのデータ

ソースへのリンクが含まれていま

す」というメッセージウィンドウが

出ましたら、「更新する」を選択し

てください。

なお、「解除キー入力」タブはス

タートファイルでIDと解除キーの

入力が済んでいれば作業は不要です。

この「MENU」では、次の３つの機能が選択できます。

1）新規入力 → 「プロジェクト管理データベース（台帳）」へ初めて登録

2）データ修正 → 一度登録してある物件を呼び出して修正する

3）帳簿表示 → 現在呼び出し中の物件の「帳簿」を表示させ確認する。

この「簡易入力」では、入力するのはすべて黄色のセルで、薄緑色セルは計算式などが埋め込まれ、入力に対

応した値が表示されます。

各タブの「参照」ボタンを押すと左側の黄色セルに入力したコード等に対応したデータが読み込まれます。

1）新規入力では「新規入力」ボタンを押し、「基本」画面から入力し、以後上部にあるボタンでタブを移動

させて順次入力を進めてください。入力が許されている黄色セルは「直接入力」するか「リストボタン」で選

択してください。顧客コード、施工者コード、建築士コード、事務所コードは「基本情報データベース」に登

録した情報に対応するコードを入力すれば、転記され表示されます。

2）データ修正では、何らかの検索キーワードを入れて検索ボタンを押すと、下部のウインドウに該当の物件

が表示されますので、それを選択し「データ修正」ボタンを押して移動した 「基本」画面から順次タブを移動

させて必要部分を修正してください。

検索は「AND/OR」のいずれかの方法が選択できます。「建物名」の右隣の窓からその方法を選んでください。

3）帳簿表示は、ボタンを押すと「プロジェクト管理データベース」ファイルの帳簿出力画面が開き、業務帳

簿の出力イメージを確認できます。ここで、印刷することもできます。

次ページ以降に、各タブの画面の説明をします。
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「簡易入力」の「基本」シート画面（修正モードの場合を表示）

このシートでは、プロジェクトの基本的事項を入力します。

PRJコード、件№は、ユーザー事務所で自由に設定した文字や数値を入力してください。

建築主は、「基本情報データベース」で入力済のデータを顧客コードを使って呼び出します。

もし、顧客情報が未入力なら、 「基本情報データベース」で入力を済ませてください。

備考欄は、自由に入力してください。
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「簡易入力」の「契約関係」シート画面（修正モードの場合を表示）

「契約関係」では、契約の相手方を「建築主と同じ」欄で選択してください。

建築主と同じでない場合は、「基本情報データベース」で入力済の顧客のデータを「顧客コード」を入力して

呼び出します。もし、顧客情報が未入力なら、「基本情報データベース」で入力を済ませてください。

受託業務は、登録されている種別から「リスト」で選択してください。

このリストの内容は、「プロジェクト管理データベース」ファイルの「受託業務種類登録」シートの内容が反

映されます。ユーザー側で、この内容は変更可能です。
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「簡易入力」の「敷地・建物」シート画面（修正モードの場合を表示）

「敷地」の用途地域、防火地域は、リストからの選択方式となっています。

「建物」の「用途」、「構造」、「工事種別も」同様に選択式です。

「用途」は、告示１５号に掲載の用途に倣っています。

多数の用途が列記されていますが、グループ分けしていますので「用途」欄の右側の小窓から、まず、グルー

プを選び、その中から目的の用途を選べるようになっています。
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「簡易入力」の「工事関係」シート画面（修正モードの場合を表示）

「工事施工者」は、「基本情報データベース」で入力済のデータを施工者コードを使って呼び出します。

もし、施工者情報が未入力なら、「基本情報データベース」で入力を済ませてください。

施工者が3件以上の場合は、左下の「工事施工者③ ⑩」ボタンを押すと下図のように新しいウインドウが開

きますので、ここに登録したい施工者コード入力して下さい。最大10件の施工者が表示できます。
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「簡易入力」の「スタッフ等」シート画面（修正モードの場合を表示）

代表建築士、意匠、構造、設備担当の「建築士」は、「基本情報データベース」で入力済のデータを建築士

コードを使って呼び出します。

もし、建築士情報が未入力なら、「基本情報データベース」で入力を済ませてください。

業務委託先がが3件以上の場合は、右下の「業務委託先③ ⑩」ボタンを押すと下図のように新しいウインド

ウが開きますので、ここに登録したい事務所のコードを入力して下さい。最大10件の施工者が表示できます。
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「簡易入力」の「リスト」シート画面（メッセージ表示時）

「簡易入力」の「リスト」シート画面

このシートは原則ユーザー事務所では入力する必要が無いので上記のようなメッセージを表示します。

あらかじめ登録してある内容を変更する必要のあった場合は修正可能ですが、慎重に行ってください。
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4.プロジェクト管理データベースと士法帳簿の印刷

PROJ管理データベースのメニュー画面
概要
「プロジェクト管理データベー
ス」は、建築士事務所が受託し
た物件の重要情報を1件1行に
記録し、管理して行きます。
「プロジェクト管理データベー
ス」の「メニュー画面」から、
入力するデータベースを選定し
ます。建築士法で定められた
「業務帳簿」を印刷する場合は、
「帳簿形式出力」ボタンを押し
てください。
入力済みデータは新しいJAAF‐
MSTで引き続き利用できます。
2014版以降のデータは自動コ
ピーできます。「バージョン
アップ時のデータ移行」のペー
ジを参照ください。

「スタート」ファイルのボタンで「簡易入力」を選択すると、上図のMENU」タブが開きます。「このブックには、

ほかのデータソースへのリンクが含まれています」というメッセージウィンドウが出ましたら、「更新する」を選

択してください。

この「MENU」では、次の2つの機能が選択できます。

1）「プロジェクト管理データベース（1）、（2）」へのデータ入力

2）「帳簿形式台帳」の印刷

原則として、「プロジェクト管理データベース（台帳）」への入力は「簡易入力」ファイルを利用しておこないま

すので、この「プロジェクト管理データベース（台帳）」は内容確認やこのデータをユーザー事務所のマネージメ

ント上のシステムに応用するとき等に開くことになります。

ただし、 「簡易入力」を利用せず、直接入力する方法を選択することもできます。一度、直接入力した後に「簡易

入力」を利用するとデータの記録に不整合が生じることがありますので、「プロジェクト管理データベース」で

データが正しく入力されたかを確認してください。

「帳簿形式出力」は、建築士法で定められた「業務帳簿」の印刷をおこないます。上部の黄色セルの「シリアル番

号」欄に希望の物件のシリアル番号を入力すると、対応した情報が表示されますので、内容を確認の上出力します。

この帳簿は、基本的に「誰か」に提出するものではなく、事務所に備えておくべきものです。紙に印刷して保存す

る方法の他、PDF化してデータとして保存する事もできますが、管理が楽な後者の方法をお勧めします。
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「プロジェクト管理データベース（1）」の画面（横長シートにつき、分割表示）
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「プロジェクト管理データベース（1）」の項目一覧

1)シリアル番号
2) 受付日
基本事項
3) PRJｺｰﾄﾞ
4) 件№
5) 件名
6) 種別
建築主
7) 顧客コード
8)氏名又は名称
9) ふりがな
10) 〒
11)住所（所在地）
12) 建築主電話
13) 建築主FAX
14)建築主区分
契約の相手方
（依頼主・請求先）
15) 建築主と同じ=1
16) 顧客コード
17)氏名又は名称
18) ふりがな
19) 〒
20) 住所（所在地）
21) 電話
22) FAX
23)建築主区分
契約関係
24) 受託業務の種類
25) 受託業務の種類
26) 受託業務の種類
27) 受託業務の種類
28) 受託業務の種類
29) 受託業務の種類
30) 報酬額
31) 業務受託日
32) 契約年月日
33) 業務終了日

敷 地
34)敷地地名地番
35)〒
36)敷地住居表示
37)敷地面積
38)敷地面積（登記上）
39)敷地面積(法規上)
40)用途地域
41)防火地域
42)その他の 地域地区
43) 建ぺイ率%
44) 容 積 率%
建築物
45)名 称
46)用途
47)工種
48)構造
49)地上階数
50)地下階数
51)建築面積
52)延 面 積
53)建蔽率
54)容積率
工 期
55)工事着手日
56)工事竣工日
57)使用開始日
確認済証
58)年月日
59)№
60)主事又は審査機関
検査済証
61)年月日
62)№
63)主事又は審査機関

工事施工者①
64)施工者ｺｰﾄﾞ
65)施工者区分
66)事業所名
67)代表者
68)許可番号等
69)〒
70)住所（所在地）
71)電話
72)FAX
73)担当者
74)所属
75)電話
その他の工事施工者②
76)施工者ｺｰﾄﾞ
77)施工者区分
78)事業所名
79)代表者
80)許可番号等
81)〒
82)住所（所在地）
83)電話
84)FAX
85)担当者
86)所属
87)電話
業務担当建築士名
88)建築士ｺｰﾄﾞ
89)代表建築士
90)代表建築士資格
91)建築士ｺｰﾄﾞ
92)意匠担当者名
93)意匠担当者資格
94)建築士ｺｰﾄﾞ
95)構造担当者名
96)構造担当者資格
97)建築士ｺｰﾄﾞ
98)建築設備士名
99)建築設備士資格

業務委託先①
100)種別
101)事務所ｺｰﾄﾞ
102)事務所名
103)代表者
104)〒
105)住所（所在地）
106)電話
107)FAX
108)資格種別
109)登録番号
110)業務概要
111)担当者
112)担当者所属
113)担当者電話
業務委託先②
114)種別
115)事務所ｺｰﾄﾞ
116)事務所名
117)代表者
118)〒
119)住所（所在地）
120)電話
121)FAX
122)資格種別
123)登録番号
124)業務概要
125)担当者
126)担当者所属
127)担当者電話
その他
128)法第二十四条第三項
の規定により管理建築
士より意見が述べられ
たときの意見の概要

129)左記意見が
述べられた日

130)備考
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「プロジェクト管理データベース（2）」の項目一覧

1)シリアル番号
2) 受付日
基本事項
3) PRJｺｰﾄﾞ
4) 件№
5) 件名
6) 種別
工事費総額
7)税込額
8)税抜き額
その他の工事施工者③
9)施工者ｺｰﾄﾞ
10)施工者区分
11)事業所名
12)代表者
13)許可番号等
14)〒
15)住所（所在地）
16)電話
17)FAX
18)担当者
19)所属
20)電話
その他の工事施工者④
21)施工者ｺｰﾄﾞ
22)施工者区分
23)事業所名
24)代表者
25)許可番号等
26)〒
27)住所（所在地）
28)電話
29)FAX
30)担当者
31)所属
32)電話

その他の工事施工者⑤
33)施工者ｺｰﾄﾞ
34)施工者区分
35)事業所名
36)代表者
37)許可番号等
38)〒
39)住所（所在地）
40)電話
41)FAX
42)担当者
43)所属
44)電話
その他の工事施工者⑥
45)施工者ｺｰﾄﾞ
46)施工者区分
47)事業所名
48)代表者
49)許可番号等
50)〒
51)住所（所在地）
52)電話
53)FAX
54)担当者
55)所属
56)電話
その他の工事施工者⑦
57)施工者ｺｰﾄﾞ
58)施工者区分
59)事業所名
60)代表者
61)許可番号等
62)〒
63)住所（所在地）
64)電話
65)FAX
66)担当者
67)所属
68)電話

工事施工者⑧
69)施工者ｺｰﾄﾞ
70)施工者区分
71)事業所名
72)代表者
73)許可番号等
74)〒
75)住所（所在地）
76)電話
77)FAX
78)担当者
79)所属
80)電話
その他の工事施工者⑨
81)施工者ｺｰﾄﾞ
82)施工者区分
83)事業所名
84)代表者
85)許可番号等
86)〒
87)住所（所在地）
88)電話
89)FAX
90)担当者
91)所属
92)電話
その他の工事施工者⑩
93)施工者ｺｰﾄﾞ
94)施工者区分
95)事業所名
96)代表者
97)許可番号等
98)〒
99)住所（所在地）
100)電話
101)FAX
102)担当者
103)所属
104)電話

業務委託先③
105)種別
106)事務所ｺｰﾄﾞ
107)事務所名
108)代表者
109)〒
110)住所（所在地）
111)電話
112)FAX
113)資格種別
114)登録番号
115)業務概要
116)担当者
117)担当者所属
118)担当者電話
業務委託先④
119)種別
120)事務所ｺｰﾄﾞ
121)事務所名
122)代表者
123)〒
124)住所（所在地）
125)電話
126)FAX
127)資格種別
128)登録番号
129)業務概要
130)担当者
131)担当者所属
132)担当者電話
業務委託先⑤
133)種別
134)事務所ｺｰﾄﾞ
135)事務所名
136)代表者
137)〒
138)住所（所在地）
139)電話
140)FAX
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「プロジェクト管理データベース（2）」の項目一覧（つづき）

211)資格種別
212)登録番号
213)業務概要
214)担当者
215)担当者所属
216)担当者電話

141)資格種別
142)登録番号
143)業務概要
144)担当者
145)担当者所属
146)担当者電話

業務委託先⑥
147)種別
148)事務所ｰﾄﾞ
149)事務所名
150)代表者
151)〒
152)住所（所在地）
153)電話
154)FAX
155)資格種別
156)登録番号
157)業務概要
158)担当者
159)担当者所属
160)担当者電話
業務委託先⑦
161)種別
162)事務所ｺｰﾄﾞ
163)事務所名
164)代表者
165)〒
166)住所（所在地）
167)電話
168)FAX
169)資格種別
170)登録番号
171)業務概要
172)担当者
173)担当者所属
174)担当者電話

業務委託先⑧
175)種別
176)事務所ｺｰﾄﾞ
177)事務所名
178)代表者
179)〒
180)住所（所在地）
181)電話
182)FAX
183)資格種別
184)登録番号
185)業務概要
186)担当者
187)担当者所属
188)担当者電話
業務委託先⑨
189)種別
190)事務所ｺｰﾄﾞ
191)事務所名
192)代表者
193)〒
194)住所（所在地）
195)電話
196)FAX
197)資格種別
198)登録番号
199)業務概要
200)担当者
201)担当者所属
202)担当者電話
業務委託先⑩
203)種別
204)事務所ｺｰﾄﾞ
205)事務所名
206)代表者
207)〒
208)住所（所在地）
209)電話
210)FAX
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「プロジェクト管理データベース」の「メニュー」から「帳簿形式出力」で表示される書式

業　務　記　録　台　帳　 （士法第二十四条の四第1項の規定による帳簿）

 　件   名 件№ 120820

氏名又
は名称

〒123-456 電話： FAX：

設計 工事監理 手続代理 その他   

建築主
氏名又
は名称

〒 電話： FAX：

地名地番

敷  地 住居表示 〒

敷地面積 71.164 ㎡

用途地域  建ぺイ率 %

防火地域  容 積 率 %

その他の

地域地区

建築物 名　 称

用    途

工事種別

規    模 地  上 3 階　　（地下 1 階　)

建築面積 57.6 ㎡ 80.94 % 総工事費

延べ面積 169.92 ㎡ 238.77 % 税抜き額

工  期 着工 竣工 使用開始

確認済証 番号： 主事等

検査済証 番号： 主事等

氏名又
は名称

〒238-0111 電話： 〒123-2222 電話：

許可番号等

担当者名 電話： 電話：

種別・資格 構造1 構造建築士1 8888111 設備2 建築設備士2 111222

氏名又
は名称

〒***-1111 電話： 〒***-2222 電話：

平成23年10月5日

申請
関連

意 匠 担 当 ：

住所
（所在地）

軽部　恵介1

（般）-******2

（有）□□建装2　□□　一夫2

平成23年9月8日

平成24年12月15日

03-999-2222

江戸川設計　1

構 造 担 当 ：

準防火

東京都港区芝1-2-3

751

建築　五郎

□□2

046-822-1111

江戸川　太郎

西小岩ビル

業務
委託先
1～2

3件目
以降は
次頁

住所
（所在地）

構造一式1

江東区南砂2

契約の
相手方

住所
（所在地）

受託業務の概要

受託業務の種類

報酬額

代表建築士：

設備一式2

荒川設備　2

特になし

建築設備士：

意見を述べた日

03-111-222203-765-1111

設備　真一構造　進

江戸川　太郎

鉄骨造

備考

業務担当建築士名

住所
（所在地）

施工者
1～2

3件目
以降は
次頁

重工建設（株）1　代表取締役　長大
太郎1

090-*987-1111

江戸川区西町1

法第二十四条第三項

の規定により管理建築

士より意見が述べられ

たときの意見の概要

業務概要

****

03-789-4562

第2種高度

300

60

平成24年12月1日

特定建設工事業 神奈川県知事許可 第***11号

03-999-***2

平成24年12月8日平成24年7月15日契約年月日 業務終了日 6,000,000

江戸川区西小岩1-1935-1

03-789-4561

東京都練馬区**　1-*-2-222

192837

○○産業　試験　一郎

○○産業　試験　一郎

123-****江戸川区西小岩1-23-8

意匠　三郎

神奈川県横須賀市**　9-*-5-111

新築  構    造

住居

 容 積 率

 建ぺイ率  157,500,000

 150,000,000

店舗兼事務所

○1○1産業ビル新築工事

03-789-4561 03-789-4562

東京都港区芝1-2-3

123-456
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120820

氏名又
は名称

〒1*3-3333 電話： 〒123-4444 電話：

許可番号等

担当者名 電話： 電話：

氏名又
は名称

〒123-5555 電話： 〒123-6666 電話：

許可番号等

担当者名 電話： 電話：

氏名又
は名称

〒123-7777 電話： 〒123-8888 電話：

許可番号等

担当者名 電話： 電話：

氏名又
は名称

〒123-9999 電話： 〒123-1010 電話：

許可番号等

担当者名 電話： 電話：

種別・資格 構造 一級 *****-33 設備 一級 ****44

氏名又
は名称

〒***-3333 電話： 〒***-4444 電話：

種別・資格 意匠 二級 *****55 意匠 一級 *****66

氏名又
は名称

〒***-5555 電話： 〒***-6666 電話：

種別・資格 構造 一級 *****77 設備 二級 *****88

氏名又
は名称

〒***-7777 電話： 〒***-8888 電話：

種別・資格 意匠・構造 一級 *****99 構造 一級 ***1010

氏名又
は名称

〒***-9999 電話： 〒***-1010 電話：

（有）第三建装　□□　三太 （有）第四工務店　□□　四津朗

住所

（所在地）

03-333-**** 03-444-***1

東京都葛飾区**　1-*-2-333 東京都大田区**　1-*-2-444

（般）-******3 （般）-******4

住所

（所在地）

03-555-***2 03-666-***1

□□　三郎 03-333-**** □□　四助 03-444-***1

(株)第五設備　□□　五郎 第六工事（有）　□□　六太郎

東京都渋谷区**　1-*-2-555 東京都練馬区**　1-*-2-666

□□　五朗 03-555-***1 □□　六 03-666-***1

住所

（所在地）

03-777-***1 03-888-***1

（般）-******5 （般）-*****6

（有）セブンビルド　□□　七介 八方電工(株)　□□　八郎

東京都品川区**　1-*-2-777 東京都江東区**　1-*-2-888

□□　七男 03-777-***1 □□　八太 03-888-***1

住所

（所在地）

03-999-***1 03-010-***1

（般）-*****7 （般）-******8

九十九工務店　□□　九太郎 丸十建工　□□　十朗

東京都目黒区**　1-*-2-999 東京都豊島区**　1-*-2-1010

□□　九助 03-999-***1 □□　十吾 03-010-***1

住所

（所在地）

03-XXX-3333 03-XXX-4444

（般）-******9 （般）-******10

江戸川設計　江戸川　三朗 荒川設備　荒川　四士郎

江戸川区＊＊町3-3-3 東京都江東区*****4-4-4

業務概要 構造一式3 構造一式4

（有）文教設計文教　五郎 相模設計相模　六輔

住所

（所在地）

045-XXX-5555 03-XXX-6666

埼玉県さいたま市******5-5-5 渋谷区＊＊＊－6-6

弁天構造設計大黒　七太郎 藤沢設備設計布袋　八助

住所

（所在地）

043-****-7777 0466-**-8888

千葉市中央区＊＊－7-7-７ 神奈川県藤沢市＊＊＊　8-8-8

業務概要 構造一式7 構造一式8

北海設計寿　九太郎 西日本構造研究所夷　十郎

施工
会社
3～10

業務
委託
先

3～10

住所

（所在地）

011-***-9999 06-***-1010

札幌市中央区＊＊＊9-9-9

業務記録台帳(その2） ○1○1産業ビル新築工事
件№

業務概要 構造一式9 構造一式10

大阪市西区＊＊０-10-10

業務概要 構造一式5 構造一式6
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5.業務報酬算定システムRESA5と
士法関係文書の印刷

このRESA5では、同一フォルダ内に収められ、必要事項があらかじめ入力された次のファイルから必要なデータ
を転記します。
1）db‐kihonjoho 2）db‐projkanri 3）menu‐projkanri
4）★start 5）jaafmst‐list
報酬の算定にあたっては、平成31年国土交通省告示第９８号「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求す
る事のできる報酬の基準」（以下「告示」という）に示された大原則（業務経費と技術料等経費の合算）に基づ
いています。

設計や工事監理業務という主要業務については、この告示の解説書に示された計算式を利用し、更に実面積に対
応した人時間数も算定できるよう工夫しています。 設計・工事監理業務報酬の算定時に成果品の選別等により
業務量を調整することは告示にても認められていますが、その場合は調整した業務量（業務対象成果品等の内
容）を示す必要がありますので、そのための業務範囲リストも用意してあります。

設計・工事監理業務以外の業務（部分委託業務、各種調査、各種手続き等その他業務等）では、建築士事務所の
さまざまな受注形態に対応するため、一体型見積書、請求書（汎用タイプ）、図面枚数集計表、技術者ランク別
集計表等も用意しています。

5. 設計又は工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士

① ②

渡辺　一郎 様

建築士 【登録番号】： 9876543 建築士 【登録番号】： 9876543

受 託 業 務 名 称 ：

建築士 【登録番号】： ****** 建築士 【登録番号】： ******

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ：

建 築士 事 務 所の 所在 地 ： （建築設備の設計に関し意見を聴く者） （建築設備の工事監理に関し意見を聴く者）

開 設 者 氏 名 ：

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

1. 対象となる建築物の概要

建設予定地

主 要 用 途 ： 6. 報酬の額及び支払の時期

工 事 種 別 ： ① 円

規 模 等 ： 3 階建て 述べ 169.92 ㎡

②

2. 作成する設計図書の種類（設計契約受託の場合）

7. 契約の解除に関する事項

3. 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法

　（工事監理契約受託の場合）

① 工事と設計図書との照合の方法

（説明をする建築士）

② 工事監理の実施の状況に関する報告の方法：

印

建築士、　■管理建築士、ぉ所属する建築士

4. 設計又は工事監理の一部を委託する場合の計画

① あり　

② 委託する業務の概要及び委託先（ありの場合の計画）

委 託 す る 業 務 の 概 要 ： 構造

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ： 1級建築士事務所 株式会社TECTO設計 （説明を受けた建築主）

建 築士 事 務 所の 所在 地 ： 東京都**区****　****ビル

開 設 者 氏 名 ： （株）TECTO設計　代表取締役　△△太郎

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名） 印

【資格】：

設備　真一

支払 の時 期 ：

【資格】：

【資格】：

建築　五郎

設備建築士

建築　五郎

【資格】：

【氏名】：

氏　名：

住　所：

資格等：

氏　名：

1級

【氏名】：

平成　　　年　　月　　日

○○　一夫

上記の建築士から建築士免許証（免許証明書）の提示のもと重要事項の説明を受け、重要事項説明書を受領しました。

○○　一夫

2級

1級

＊　設計に従事することとなる建築士が構造設計一級建築士または設備設計一級建築士である場合にはその旨の記
載が必要です。

○○　一夫【氏名】：

文書による工事監理報告書を月ごとに提出します。また、工事監理完了後に建築士法に基づいて法定様式
による工事監理報告書を提出します。

請負業者からの施工報告及びサンプリングによる現場立会検査により照合します。
サンプリングによる現場立会検査は期間中４回程度行います。

【氏名】：

【資格】： 【資格】：

2級

1級

設備建築士

【氏名】：設備　真一

設計又は工事監理の一部を委託する予定：

新築

江戸川区西小岩1-23-8

意匠図、構造図、設備図

一般社団法人　東京都建築士事務所協会会員 会員番号:123-456

1級建築士事務所 株式会社　TECTO設計

報 酬 の 額 ：

建築主は、正当と認められる事由があるときに限り、建築士事務所が本件業務を完了する以前において、書
面をもって通知して、本件業務について契約の解除をすることができます。かかる場合において本件業務に
関する成果品及びその対価の取扱いについては、出来高払いを基本として協議のうえ定めるものとします。

設計着手時（２０％）、実施設計完了時（５０％）、躯体工事完了時（１５％）、工事監
理完了時（１５％）の４回払いとなります。

15,046,000

設計業務に従事することとなる建築士・建築設備士※ 工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備士
重　要　事　項　説　明　書

○○産業ビル新築工事

株式会社　TECTO設計

東京都**区****　****ビル

1級建築士事務所 株式会社　TECTO設計

平成24年10月5日

　本重要事項説明は、建築士法第24条の7に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に先立って、あらかじめ
契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一にな
るとは限りません。

【氏名】：

JAAF-M ST  2013 <RESA4N>　重要事項説明書

業　務　記　録　台　帳　 （士法第二十四条の四第1項の規定による帳簿）

 　件   名 渡辺邸新築工事 件№ 810218

氏名又
は名称

〒1**-1234 電話： FAX：

設計 工事監理 手続代理    

建築主
氏名又
は名称

〒 電話： FAX：

地名地番

敷  地 住居表示 〒

敷地面積 58.831 ㎡

用途地域  建ぺイ率 %

防火地域  容 積 率 %
その他の
地域地区

建築物 名　 称

用    途

工事種別

規    模 地  上 2 階　　（地下 0 階　）

建築面積 37.584 ㎡  建ぺイ率 63.88 %

延べ面積 73.304 ㎡  容 積 率 124.60 %

工  期 着工 竣工 使用開始

確認済証 番号： 主事等

検査済証 番号： 主事等

氏名又
は名称

〒765-4321 電話： 〒 電話：

許可番号等

担当者名 電話： 電話：

種別・資格 設備 一級 111444    

氏名又
は名称

〒654-0321 電話： 〒 電話：

1級建築士事務所 株式会社　TECTO設計　/　一般社団法人　東京都建築士事務所協会会員　会員番号:123-456

渡辺　一郎

渡辺　一郎

1**-00**江戸川区江戸川*－**-**

○○　一夫

東京都江戸川区**1-2-3

新    築  構    造

２種低住専

***

平成24年10月1日平成24年4月13日 平成24年9月10日

（般）-86452  

03-9876-**** 03-8765-****

東京都足立区**1-2-3

1**-1234 03-8765-****

200

60

平成23年9月15日平成23年4月1日

備考

業務担当建築士名

住所
（所在地）

施工
会社

（有）江戸川工務店　江戸川　三郎

一戸建ての住宅  

090- *** *- 43 12

7890123

建築主要望が当初計画から大幅に変更となり設計期間が延びるため、他の物件
の設計作業予定に影響あたえることが考えられるので、事務所全体のスケジュー
ル調整を再検討するよう意見を述べた。

建築設備士：

03-9876-****

契約年月日 業務終了日 1,000,000

03-***-1591

***

渡辺邸

****

○○　一夫

業務
委託
先

住所
（所在地）

設備設計

江東区南砂*****

平成24年12月10日

平成24年3月15日

平成24年9月15日

江戸川区江戸川－***

木　　      造

準防火地域

東京都足立区**1-2-3

123456

法第二十四条第三項 の
規定により管理建築士
より意見が述べられた

ときの意見の概要

03-111-4321

設備　真一

業務概要

構造　進

荒川設備　

構造担当：

意見を述べた日

契約の
相手方

住所
（所在地）

受託業務の概要

受託業務の種類

報酬額

代表建築士：

申請
関連

意匠担当：

住所

（所在地）

江戸川　三郎

概要

建築士事務所の業務報酬を計算し、見積書や請求書を作成、印刷するシステムで、
報酬算定機能の他、建築士法による重要事項説明書・士法24条の8の書面及び四会
連合の契約書本文印刷機能も合わせて備えています。
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RESA‐5のメニュー画面
左図は、RESA5のメニュー画面です。
機能別にボタンをグループ分けしてあります。
ボタンを押すと、対象のシート（タブ）に移動し
ます。
■概要説明
当システムの概要、使用上の注意を記載していま
す。
■解除キー入力
正規の登録者が、機能制限を解除する為のＩＤと
解除キーを入力するシートです。また、同時に印
刷物等のシート保護解除パスワードが表示されま
すので、それらシートの保護を解除し、文字の変
更やセル幅調整などをする事ができます。
■入力シートＡ
このシートでは、報酬算定の対象となる物件の情
報を入力します。
また、事務所の所在地や銀行口座情報などの登録
もおこないます。入力されたデータによる計算結
果も表示されますが、支払い条件等はそれを参照
して入力できます。
印刷用シートに直接入力する場合が若干あります
が、原則としてほとんどの情報はこのシートに入
力します。
■見積書設監タイプ
一般的な設計･工事監理業務及びこれらに付随す
る各種申請、その他業務等の報酬をまとめて表示
できる見積書です。内訳書（Ａ）、計算根拠表、
業務範囲リスト等と一体で使用することを前提と
しています。設計・工事監理契約書は本システム
には用意されていませんが、これらに添付するこ
とも可能です。
■請求書設監タイプ
見積書を提示し業務受注できた後に、見積書に記
載の支払時期がきましたら本請求書を作成し、提
出します。請求額と消費税は、本請求書に直接入
力してください。時期によっては消費税を含まな
い立替え金等を合わせて請求する事もありますが、
その場合、消費税を自動的に算出する事ができま
せんので、消費税は利用者にて直接入力してくだ
さい。
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■1‐12類型人・時間計算表
類型1から12までの建物の設計などの業務で必要
となる人時間数の計算経過をを示す為の表を印刷
します。切の良い面積値とは限らない実際の算定
対象建物に対応させるため、国土交通省ホーム
ページに平成31年度1月20日付けで掲載された官
庁施設の設計業務等積算基準の「官庁施設の設計
業務等積算要領」の計算式及び係数を用いていま
す。客先に見積を提示する際に、この根拠となる
計算プロセスと結果を示す事が可能となります。
告示第98号から追加された、複合用途の場合の算
定方法、一部の業務のみを行う場合の算定方法、
難易度による調整方法などにも対応しています。
複合用途建物の場合の算定では、かなり複雑にな
りますので、ケースが多いと思われる単一用途建
物の比較的シンプルな形状の書式も用意しました。
■13‐15類型人・時間計算表
類型13から15までの戸建て住宅の設計などの業
務で必要となる人時間数の算定根拠を示す為の表
を印刷します。切の良い面積値とは限らない実際
の算定対象建物に対応させるため、告示が設定し
ている基準面積間を直線補間方式で計算していま
す。客先に見積を提示する際に、この根拠となる
計算プロセスと結果を示す事が可能となります。
■内訳書（Ａ）
見積書設監タイプに添付することを前提とした内
訳書です。入力エリアで入力・選択した値や条件
とその計算経過を示しています。この内訳書は消
費税抜きの金額で計算します。
■内訳書（Ｂ）
内訳書（Ａ）と異なり、業務内容の調整にともな
う低減調整欄を省略してあり内訳書としては簡易
版となります。（低減を行う場合は経費係数で調
整してください。）
ただし、人件費単価と経費係数も表示して計算し
てあり、見積書としても利用できます。その他業
務も含める事ができます。
また、設計、工事監理共、総合、構造、設備の内
訳も表示していますので、構造事務所や設備事務
所の方も利用可能です。

■業務範囲リスト1基本設計
告示の別添一に記載されている標準業務内容の内、
戸建木造住宅以外の建築物の基本設計の成果物を
一覧にした書類で、見積書に添付して利用する事
を前提としています。
告示に示されている業務内容（成果物）を必ずし
もどの物件でも全て行うということではなく、場
合により業務範囲を調整する場合もありますので、
その範囲を○印の有無にて表示します。
■業務範囲リスト2実施設計
"告示の別添一に記載されている標準業務内容の
内、戸建木造住宅以外の建築物の実施設計の成果
物を一覧にした書類で、見積書に添付して利用す
る事を前提としています。
告示に示されている業務内容（成果物）を必ずし
もどの物件でも全て行うということではなく、場
合により業務範囲を調整する場合もありますので、
その範囲を○印の有無にて表示します。
■業務範囲リスト3木造戸建て
告示の別添一に記載されている標準業務内容の内、
戸建木造住宅の建築物の基本設計と実施設計の成
果物を一覧にした書類で、見積書に添付して利用
する事を前提としています。
告示に示されている業務内容（成果物）を必ずし
もどの物件でも全て行うということではなく、場
合により業務範囲を調整する場合もありますので、
その範囲を○印の有無にて表示します。
■業務範囲リスト4監理
告示の別添一に記載されている標準業務内容の内、
工事監理業務内容を一覧にした書類で、見積書に
添付して利用する事を前提としています。
告示に示されている業務内容（成果物）を必ずし
もどの物件でも全て行うということではなく、場
合により業務範囲を調整する場合もありますので、
その範囲を○印の有無にて表示します。
■別添四追加的業務内訳書
告示第98号から、整理・追加された「追加的業
務」の全項目を網羅し、個々に設定したそれぞれ
の業務の人時間数を集約し、印刷できます。
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■見積書汎用タイプ
一般的な設計･工事監理業務以外の各種の建築士
事務所業務（特殊建築物調査定期報告、耐震診断、
3Dパース作成、現地調査等）用の汎用見積書です。
所在地、用途、構造、規模は入力エリアでの入力
内容が反映されますが、単価、数量、金額はこの
シートに直接入力してください。
■請求書汎用タイプ
見積書汎用タイプに対応した請求書です。件名は
入力エリアでの入力内容が反映され、単価、数量、
金額などは見積書の入力内容が表示されます。
■見積書枚数タイプ
設計業務で枚数でカウントするタイプ見積書です。
件名、所在地、用途、構造、規模は入力エリアで
の入力内容が反映されますが、枚数、単価、金額
はこのシートに直接入力してください。
■請求書枚数タイプ
見積書枚数タイプに対応した請求書です。件名は
入力エリアでの入力内容が反映され、単価、数量、
金額などは見積書の入力内容が表示されます。
■図面リスト1基本設計
告示の別添一に記載されている標準業務内容の内、
戸建木造住宅以外の建築物の基本設計の成果物を
一覧にした書類で、その図面ごとの報酬額を意匠
図集計します。見積書に添付して利用する事を前
提としています。
■図面リスト2実施設計
告示の別添一に記載されている標準業務内容の内、
戸建木造住宅以外の建築物の実施設計の成果物を
一覧にした書類で、その図面ごとの報酬額を意匠
図集計します。見積書に添付して利用する事を前
提としています。
■図面リスト3木造戸建て
告示の別添一に記載されている標準業務内容の内、
戸建木造住宅の建築物の基本設計と実施設計の成
果物を一覧にした書類で、その図面ごとの報酬額
を意匠図集計します。見積書に添付して利用する
事を前提としています。
■図面リスト添付監理
設計図面集計リスト利用の場合の工事監理業務の
リストで、工事監理は枚数・単価を基に算定で

きませんので、推定報酬を適宜直接入力します。
見積書枚数タイプに添付して使用します。
■耐震診断・耐震改修
平成27年の告示第670号による耐震診断と耐震改
修の見積書と請求書を作成できます。告示での算
定の下になる国土交通省営繕公開の方程式を使い
実面積に対応しています。
■耐震診断（旧‐非木造）
次の木造用と共に2015版までに用意していた旧
版の書式ですが、参考までに残してあります。
■耐震診断（旧‐木造）
木造建物の耐震診断及び耐震補強設計業務の見積
書、請求書を作成、印刷します。
■入力シートＢ
四会連合設計監理契約書本文、建築士法の規定に
よる「重要事項説明書」、「士法24条の8の書
面」、「再委託注文書・請書」を作成するための
情報入力エリアです。これらの書式に必要な情報
はかなり共通していますので、重複入力すること
なく有効に利用されます。
■四会連合設計監理契約書
四会連合の設計監理契約書の本文を印刷できます。
印刷は本文のみで、その他約款などは販売されて
いる四会連合の契約書一式を使用する前提です。
入力シートＡおよびＢの情報を利用し、印刷専用
の書式です。
■四会連合設計監理契約書（小規模向け）
四会連合の設計監理契約書（小規模向け）の本文
を印刷できます。印刷は本文のみで、その他約款
などは販売されている四会連合の契約書一式を使
用するのは標準版と同じです。
■再委託注文書・請書
士法改正で定められた、協力事務所などへ再委託
する際の注文書・請書を印刷できます。
■重要事項説明書
「重要事項説明書」の印刷イメージを確認し、印
刷します。
■士法24条の8の書面
「士法24条の8の書面」印刷イメージを確認し、
印刷します。
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RESA5 入力シートＡ（全体図）
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前ページの図は、RESA5の入力「入力シートA」の全体像です。

この「入力シートA」での入力について、共通の注意点などを次の各項目にまとめました。

1）利用者の方が入力できるのは、黄色セル、紺色セルのみです。黄色セルでも建物用途やその他の状況に

よりグレー色に変わることがあり、その場合入力はできません。

2）紺色セルで構成された右側のTB001等の表部分は、利用者が良く使う字句を登録するエリアです。

紺色セルに入力した登録情報は、黄色セルに該当する表の記号を入力することにより登録内容が表示され、

手間をかけないようになっています。

あらかじめよく利用すると思われる値が入力されていますが、ユーザーにて自由に追加変更が可能です。

3）水色セル部分は、黄色セルに入力された値により自動的に導かれて表示され、確認用にもなります。

4）黄色セルの一部は「リスト選択方式」となっています。

5）数字は半角で入力して下さい。

6）＜参照用＞という表は、プロジェクト管理データベースや基本情報データベースの情報を利用する場合

シリアル番号やコード番号をの入力の手助けとるように設置されています。

物件、建築主や建築士等の基本情報を探しやすいように右側に１０件程度の登録情報が参照できる

リストを表示します。このリストの左上の黄色セルに値を入れると、その値から順に表示されます。

このシリアル番号やコード番号の入力は、すべての数値を入力せず、頭から0を除いた数値のみ入力

してください。（例 20153の場合は153のみ。）
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入力シートＡ 各エリア説明（1）

＜基本事項入力＞

このエリアは、物件共通の基本的な情

報を入力します。事務所情報は、ス

タートファイルでの入力内容が反映さ

れます。見積書に記載する発行者名は

ここで修正することができます。

ここで最も重要な人件費単価と経費係

数を入力します。

人件費単価は、ユーザー事務所で独自

に定めた値を入力してください。

製品版では初期値として1円として入

力されていますが、この説明書では計

算過程を説明しやすくするために、

ホームページで公開している国土交通

省が発注する公共工事の設計業務委託

等の積算に用いるための技術者単価＝

2019年度の設計業務委託等技術者単

価（４000円）を採用しています。

直接・間接経費は、告示第98号に人件

費の1.1倍と定められていますので、

この値を初期値として入力しています。

つまり、報酬は人件費の2.1倍になり、

告示では表現されていませんが、

RESA5では、この倍数を「経費係

数」と呼ぶことにしています。

報酬額は独自に定める技術料経費など

の経費を加えた額でとなりますので、

報酬＝人件費×（２.1+α）倍となりま

す。状況によっては経費係数は一定で

なく、利用者事務所の状況や業務内容

により数値が変動することになります。
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入力シートＡ 各エリア説明（2）
＜算定対象物件情報入力＞

このエリアは、見積対象物件固有の情

報を入力します。

物件の情報は、プロジェクト管理デー

タベースや基本情報データベースの顧

客情報等を利用しますので、シリアル

番号やコード番号を入力します。

修正したい場合、「修正」欄に入力す

ると入力されたデータが優先されて採

用されます。

告示第98号から、複合用途に対応でき

るように変更されましたので、まず、

単一用途か複合用途かを選択します。

それぞれの用途の「用途」、「類別」

を選択し「面積」を数値入力します。

複合用途の場合、主たる用途の建物を

「用途A（主）」側に入力し、共有部

分面積がある場合「用途Ｂ（従）」の

共有部面積欄に入力します。

告示では、用途ごとに代表的な切りの

良い面積応じた人・時間数の表が掲載

されていますが、本システムでは国交

省により公開されている方程式を利用

して端数のある実面積に応じた人時間

数が導かれますので、実際の延べ面積

を入力してください。

「工事種別」や「構造」は、右側にあ

る「TB001」の表から該当する内容

を選んでその番号を入力します。
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入力シートＡ 各エリア説明（3）
＜算定対象業務範囲の確認＞

「見積業務範囲」では、見積もり対象

業務を選択します。1の「調査企画業

務」と4の「その他の業務」は、告示

の略算法の対象外ですので、ここで選

択しても、人時間数の自動計算は行わ

れません。（後段の部分で独自に算定

した値を入力します。）

告示第98号から一部の業務を行う場

合に対応する変更がなされましたので、

設計業務のうちの「基本」または「実

施」のみを行う場合で行わない業務に

「×」を選択してください。また、

「総合」、「構造」、「設備」の業務

の一部のみ行う場合、行わない業務に

「×」を選択してください。

＜難易度による割増＞

告示第98号では、「難易度による割

増」が細分化されました。

用途ごとに該当する該当する項目を選

択し、既定の割増率を増減したい場合

その値を入力します。
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＜複合用途建物の場合の算定＞

告示第98号から、複合用途に対応で

きるように変更され、＜算定対象物件

情報入力＞エリアで「複合用途」を選

択した場合、1 4の質問に順次回答

してください。

4の「各用途が独立運用可能である」

まで、到達し「はい」を選ぶと「単純

合算法」で算定することとなり、上図

のような画面となります。

「いいえ」を選ぶと下図のように「加

重平均法」で算定することとなります。

「単純合算法」と「加重平均法」では、

複合化係数の表の形式が異なりますが、

その選択により、複合化係数の表の形

式が自動的に変更されます。

この表は、印刷物の「人時間計算表」

にも同じ形式で表現され、客先への説

明に利用できます。

入力シートＡ 各エリア説明（4）
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＜上記で算出した人時間数の

確認と報酬額の算定＞

「計算値中間集計」では、これま

でのプロセスにより算定された結

果を示しています。

「業務量調整増減率」では、告示

の略算法に示された業務通りでな

く、一部を除外したり増加させた

場合にその割合を入力します。

この増減率を反映させた値が「報

酬計算表」に示されます。

この表で、人・時間数、人件費単

価、経費係数の最終調整もできま

す。また、告示で自動的に導かれ

ない「調査企画業務」と「その他

業務」の人・時間数などを入力し

ます。

その他の業務は、右のTB002の

表から選び番号を入力します。

報酬額を消費税を含めて

切りのいい数値にする場合

も想定して「外税」、「内税」が

選択できます。

それぞれの場合の税込額が表示さ

れますので、ここを参照しながら

最終調整をすることができます。

業務報酬以外の立替金等は、消費

税を付加するものとしないものを

区別して入力します。

入力シートＡ 各エリア説明（5）

「端数調整（値引き）した場合の各業務報酬額按分計算(特別経費、立替金は対象外）と税込額計算」

告示により算定した各業務ごとの報酬の合計額の端数を切り捨てて値引きを行う場合、各業務ごとの内訳額を確

定するには値引き分を考慮した案分計算が必要となります。ここでは、その按分計算をおこなうことができます。

丸め単位を選択し、結果を見ながら調整してください。
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「支払い条件」は時期と額を入力するさい、右側にあるTB003に登録しておいた時期の番号を入力します。

四会連合の契約書では支払回数は7回までとなっていますので、注意してください。

報酬と立替金を同時期に受領する場合、消費税があらかじめ含まれている交通費等の立替金では、注意が必要です。こ

のシステムでは、同一支払い時の「報酬」と「立替金」が合算された値に対して消費税を計算しますので、二重になる

ことがあります。

二重になった消費税の額を正しい値に調整する場合、「消費税調整」欄に支払い条件表の下断にある計算表を参考に、

本来の消費税の値を入力してください。

また、対象の額が切りのいい値でなく1円、10円単位で、かつ消費税が8％の場合、計算結果では小数点以下の端数が

含まれていることがありますが、そのような場合、各支払時の額の計算値と、本来の報酬額とが一致せず警告が出る場

合があります。これは、支払い条件の表では小数点以下が表示されませんので、この状況を示すため用意した下段の表

では、小数点以下を表示するようにしてあります。

次ページ以降で、印刷される書式の例を示します。

＜支払い条件の設定（見積書用）＞

前ページの報酬算定表で、報酬額が確

定したら、見積書に掲載する支払時期

とその時期ごとの支払額を設定します。

報酬額算定表で、設計や工事監理など

の業務ごとの報酬額が算定できている

ので、その額を念頭に行った業務に応

じて支払い時期と額を設定することが

望ましいといわれますが、場合により

均等での設定も想定されます。

記入した各支払額の合計と報酬額合計

が合致し「残り」欄が0となるように

記入していきます。

入力シートＡ 各エリア説明（6）
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▼1‐12類型人・時間計算表

＜1‐12類型人・時間計算表＞

本RESA5の特徴である「任意面積に対応した人時間数を算出する」根拠を示し、さらに告示第98号で追加された、

複合用途建物の場合、一部の業務のみを行う場合、難易度による割増がある場合などの算定経過も示しています。

なお、右側が複合用途建物の場合の計算表ですが、ご覧のようにかなり複雑になりますので、単一用途の比較的シン

プルな形状の表（左側）も用意いました。
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▼13‐15類型計算根拠表

＜13‐15類型人・時間計算表＞

戸建て住宅用の人・時間計算表で、

国土交通省官庁営繕発表積算基準では

計算式が示されておりませんので、任

意面積に対応する業務量の算定は告示

第98号別表の設定面積ごとの業務量

を基に直線補間方式にて行います。

また、1‐12類型計算表と同様に告示

第98号で追加された、一部の業務の

みを行う場合、難易度による割増があ

る場合などの算定経過も示しています。

複合用途建物の場合は、対象外として

います。
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▼見積書設監タイプ ▼内訳書（Ａ）

設計・工事監理という建築士事務所にとって最も主流の業務の報酬を告示第98号の略算法にて算出した場合の見積書

と内訳書です。内訳書はこの見積書に添付する形で使用します。

№ NJ130512A

平成22年4月20日

殿

(一社)東京都建築士事務所協会 会員　 会員番号：9***988

下記の通り御見積り申し上げます。 （本見積の有効期限は 平成22年7月19日 まで）

  合    計  35,640,000

報 酬 額 うち  報 酬 額  33,000,000 （消費税額を除く額）

  消 費 税 額  2,640,000

件 名 ＊＊ビル新築工事

建 設 地

（ 当 該 地 ）
調布市○○町 ＊＊＊＊＊

施 設 区 分 六）共同住宅

類 型 区 分 第 1 類

構 造 ＳＲＣ造

規 模

① 調査企画業務

見 積 業 務 範 囲 ② 設計業務

③ 工事監理業務

④ その他業務

1 委託契約時  3,240,000 (  3,000,000 )

2 基本設計完了時  5,400,000 (  5,000,000 )

御 支 払 い 条 件 3 確認申請時  5,400,000 (  5,000,000 )

4 工事着手時  5,400,000 (  5,000,000 )

5 上棟時  5,400,000 (  5,000,000 )

6 工事中  5,400,000 (  5,000,000 )

7 業務終了時  5,400,000 (  5,000,000 )

※別添業務範囲リスト及び業務報酬内訳書の内容以外の追加業務が発生した場合は、別途清算願います。

1860 ㎡

※平成21年国土交通省告示第15号及びこれに関する住宅局長通知に基づく算定方法に準拠して算定しています。

建築士事務所業務報酬見積書

1級建築士事務所 株式会社　TCT設計

東京都港区***町　1-2-3　****ビル

TEL:03-XXXX-5544 FAX:03-XXXX-6644

公営住宅、社宅、賃貸共同住宅、寄宿舎等

(株)○×○×

※消費税込みの額を示

します。
（ ）内は消費税別の報

酬額を示します。

発行日:

(一社)東京都建築士事務所協会 会員　 会員番号：9***988

建築士事務所名　

見積№:

構　造:

（ 第 1 類 ） 延面積:

設計・工事監理業務 人･時間数算定準備計算表

区    分
標準

人・時間数
基本実施比率 増減率（％）

基 本 設 計 30% 100% 時間

実 施 設 計 70% 100% 時間

工 事 監 理 1,610 100% 時間

№ 区    分
人・時間数 人件費単価 経費係数

備    考

調査企画 0 3,000 2.0

標  準  業  務 1,179 3,000 2.0

標 準 外 業 務

1　　小     計

標  準  業  務 2,751 3,000 2

標 準 外 業 務

2　　小     計

標  準  業  務 1,610 3,000 2

標 準 外 業 務

3　　小     計

20 3,000 2

30 3,000 2

40 3,000 2

4　　小     計

 C' （１～4計）

S そ の 他

 C''（C’+　S）　

R

C

NJ130512A件№:
1級建築士事務所 株式会社　TCT設計

類型：

用途：

件名：

ＳＲＣ造

1860㎡

EXMPL02001＊＊ビル新築工事

建築士事務所業務報酬額内訳書(計算書)

16,506,000

7,074,000

7,074,000

16,506,000

平成21年国土交通告示第15号及びこれに関する

住宅局長通知に基づく算定方法に準拠

公営住宅、社宅、賃貸共同住宅、寄宿舎等

2010/4/20(株)○×○×　殿

六）共同住宅

人・時間数

0

報酬額(A×B×C)

この報酬額の算定は平成21年国土交通省告示15号第四のﾛの略算法に

よる経費（同第三の技術量等経費も含む）を係数化する方法による

2,751

1,610

算定人・時間数

1,179

 33,000,000

 33,000,000

報 酬 額 算 定 表

 540,000

9,660,000

240,000

120,000

9,660,000

業務報酬額計(C'＋R＋S)

申請手数料

3,930
1,179

2,751

交通費

建築確認申請手続き

特別経費・立替金

紛争予防条例関係手続き

日影規制関係手続き 180,000

-780,000

 33,780,000

基
本
設
計

実
施
設
計

工
事
監
理

そ
の
他
業
務

※１ ※

※１:上記基本事項に該当する標準人・時間数（人時間計算表を参照下さい）

※２:告示第15号で示された標準業務（成果）に対し、その量を増減調整した場合の増減率を示します

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

（ハ)

A B C D

（ハ)
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▼請求書設監タイプ ▼内訳書（Ｂ）

請求書設監タイプ

前ページ同様の、設計・工事監理という建築士事務所に

とって最も主流の業務の報酬を告示第98号の略算法に

て算出した場合の請求書です。

内訳書（Ｂ）

右の内訳書は、このまま単独でも使用できるタイプです。

人工算定表

設計・工事監理やその他の各種の建築士事務所の業務の

報酬を、従事する技術者ごとの人日数と人件費単価で集

計した算定表。単独でも使用可能。

告示第98号の基本的な原則には従うが、略算法は利用せ

ずに算定します。

▼人工算定表

1類

1860 ㎡ 

人件費単価 経費係数

3,000 2
円/時間

内部区分 人件費単価 経費係数 人・時間 人件費単価 経費係数 報酬額

総合 2,200 × 3,000 × 2 ＝ 13,200,000

(一)　設　計 構造 1,000 × 3,000 × 2 ＝ 6,000,000

設備 730 × 3,000 × 2 ＝ 4,380,000

計 23,580,000

総合 1,000 × 3,000 × 2 ＝ 6,000,000

(二)　工事監理等 構造 340 × 3,000 × 2 ＝ 2,040,000

設備 270 × 3,000 × 2 ＝ 1,620,000

計 9,660,000

 33,240,000

人・時間数の値については、任意面積対応人・時間計算表によります。

その他の業務報酬計算　（人･時間は自動では設定されませんので、業務に応じた値を直接入力してください）

業務名 人件費単価 経費係数 人・時間 人件費単価 経費係数 報酬額

× 3,000 × 2 ＝ 0

× 3,000 × 2 ＝ 0

× 3,000 × 2 ＝ 0

× 3,000 × 2 ＝ 0

× 3,000 × 2 ＝ 0

× 3,000 × 2 ＝ 0

× 3,000 × 2 ＝ 0

× 3,000 × 2 ＝ 0

× 3,000 × 2 ＝ 0

× 3,000 × 2 ＝ 0

× 3,000 × 2 ＝ 0

0
（上欄に納まりきらない場合等は別紙にて示してください）

 33,240,000

本計算内訳書は全て消費税抜きの値です。

業務報酬算定内訳書（簡易版）

平成21年　国土交通省告示第十五号及び国土交通省官庁営繕発表積算基準による

施　設　区　分

（イ）

六）共同住宅

公営住宅、社宅、賃貸共同住宅、寄宿舎等類　型　区　分

建築物の面積（Ｓ）

人件費単価、経費係数は下表に入力無い場合、当基本

設定値が採用され、下表に入力された場合その値が優
先されます。

基　本　設　定　値

合　　計

（イ）+（ロ）

区分

設計・工事監理業務報酬算定（人件費単価、経費係数を上記基本設定値より変更したい場合は、左側欄にその値を入力してください）

総　　計

合　　計 （ロ）

№ EXMPL02001

平成28年10月1日

殿

(一社)東京都建築士事務所協会 会員　 会員番号：666111

下記の通り御請求申し上げます。

契約書分 税込額 税抜き額 うち消費税

業務報酬額合計 33,400,000 2,664,000 備考

領収済額 3,000,000 240,000

今回請求額 5,400,000 424,000 申請手数料、交通費立替金含む

請求残額 25,000,000 2,000,000

契約外追加費用 税込額 税抜き額 うち消費税

報酬他追加費用

立替金（税込み） 50,000 参考現場調査交通費

今回請求額合計 5,450,000 424,000

振込先

貯金種別 口座番号

普通 №XXXXXXXX

　 №XXXXXXXX

5,874,000

件    名 日事連ビル新築工事

建設地（当該地） 神奈川県横浜市○-○-○

424,000 円)請求額合計  5,874,000 （うち消費税額

建築士事務所 業務報酬 請求書

株式会社　ＴＣＴ21設計   

東京都品川区***町　1-2-3　****ビル

TEL:03-5544-XXXX FAX:03-6644-XXXX

仮定　 太郎

郵便貯金　記号：****-* （株）NJR設計　代表取締役　○○　×× 

3,240,000

銀 行 名

36,064,000

5,824,000

27,000,000

50,000

ＡＡ　銀行 ＢＢ支店 （株）NJR設計　代表取締役　○○　×× 

口座名義

摘要
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▼業務範囲リスト1基本

▼業務範囲リスト2実施

設計・工事監理等の標準的な業務報酬の見積書等に添

付する成果物リストです。

基本設計、実施設計、工事監理、木造限定の基本及び

実施設計の4種類があります。
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▼業務範囲リスト3木造 ▼業務範囲リスト4監理
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▼別添四の追加的業務内訳書 1 4
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▼別添四の追加的業務内訳書 5 8
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▼見積書汎用タイプ ▼請求書汎用タイプ

主として設計・工事監理等の標準的な業務でなく、限定的な業務、その他の各種の業務の報酬を算定する汎用タイプ

の人時間数を基に算定する見積書と請求書です。

調査業務やcad作業等、自由度の高い使い方が出来ます。

告示第98号の基本的な原則には従いますが、略算法は利用せずに算定します。
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▼見積書枚数タイプ ▼請求書枚数タイプ

主として設計業務等の報酬を成果物の枚数とその単価を基に算定する見積書と請求書です。

調査業務やＣＡＤ作業等、自由度の高い使い方が出来ます。

告示第98号の基本的な原則には従うが、略算法は利用せずに算定します。

54



▼図面リスト1基本

▼図面リスト2実施

前ページの設計業務等の報酬を成果物の枚数とその単

価を基に算定する見積書と請求書に添付する集計表

です。基本設計、実施設計、工事監理、木造限定の基

本及び実施設計の4種類があります。

工事監理は枚数・単価を基に算定できませんので、推

定報酬を適宜直接入力します。
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▼図面リスト3木造 ▼図面リスト添付監理

56



№

殿

下記の通り御見積申し上げます。

税込額 うち消費税

上記金額は下記の算定表の「算定対象」欄○印にあるものの合計です。

㎡ 構造

耐震診断等報酬算定表 診断費用、耐震改修費用は平成27年国土交通省告示第670号の算定方式に基づいています。

×

b

b

× 45.0 2,500 1.80

× 60.0 2,500 1.80

10.0 2,500 1.80

2,500 1.80

10.0 2,500 1.80

20.0 2,500 1.80

200.0 2,500 1.80

そ の 他

小　　計

消 費 税 8 %

中　　計

特別経費・立替金

合　　計

振込先（請求書の場合）

普通 （株）NJR設計　代表取締役　○○　×× 

日事連ビル新築工事

予備診断

90,000

45,000

900,000

45,000

0

270,000

3,645,000

3,645,000

ＡＡ　銀行 ＢＢ支店 №XXXXXXXX

端数切捨て

3,375,000

付
属
作
業
等

耐
震
改

修
追
加

工
事
監
理

件名

延面積(A)

株式会社　ＴＣＴ21設計   
東京都品川区***町　1-2-3　****ビル

TEL:03-5544-XXXX FAX:03-6644-XXXX

報酬額合計 ¥3,645,000 ¥270,000

140401

平成27年10月1日

仮定　太郎

(一社)東京都建築士事務所協会 会員　 会員番号：666111

A　=　人時間数  Ｓ =面積　　a =　3.4765　　b =　0.6011

340.0 2,500 1.80Ａ＝ａ×Ｓ

A　=　人時間数  Ｓ =面積　　a =　21.052　　b =　0.4179

○非木造耐震診断

非木造耐震改修 ×

非木造2,000.00

日当，交通費

Ａ＝ａ×Ｓ

報酬額診断レベル
算定
対象

人・時間数計算式

木造耐震改修

木造耐震診断

0

0

2,295,000

0

-

-

耐震診断、耐震改修業務報酬見積書（非木造）

人・時間数
人件費
単価

経費
係数

510.0 2,500 1.80

工事費概算算出

判定委員会現場監修費

改修工事監理

工事費見積もり検証

依頼者、施工者打合せ

復旧費

調査試験費

コア抜き費

▼耐震診断見積書（非木） ▼耐震診断見積書（非木）‐添付資料

▼耐震診断・耐震改修見積書（請求書）（告示670号）

№

殿

下記の通り御見積申し上げます。

税込額 うち消費税

上記金額は下記の算定表の「算定対象」欄○印にあるものの合計です。

構 造

㎡ 階 数 (N) 4 階 難 易 度 (S) 1.1

耐震診断報酬算定表 診断費用は 「算定対象 」欄に○印がある項目がI今回の見積もり・請求の対象です。

予備診断 ×

１次診断 設計図書あり ×

設計図書な し ×

２次診断 設計図書あり ○ 344.00
意匠図のみあり ×

構造図書な し ×

補強設計・構造検討

設計図書作成

工事費概算算出

判定委員会検証費

依頼者、施工者打合せ

工事費見積もり検証

改修工事監理

判定委員会現場監修費

コア抜き費

調査試験費

復旧費

そ  の  他

小　　計

消  費  税 5 %

中 　　計

特別経費・立替金

合　　計

　S：難易度 （形態 ・調査難易度で 1． 0～ 1． 5） 　A：延べ床面積 （㎡ ） N：階数

振 込 先 （ 請 求 書 の 場 合 ）

普 通

普 通

0

(株 )◇◇◇◇

経 費
係 数

人 ・ 時 間 数 計 算 式 人 ・ 時 間 数

延面積(A)

¥0

端 数 切 捨 て

一般社団法人　東京都建築士事務所協会会員  会員番号 :1 1 111 1

2,500.00

Ｒ Ｃ 造＊＊ビル新築工事

0

（株 ） TECTO設計　 代表 取締 役　○ ○　 ××  

（株 ） TECTO設計　 代表 取締 役　○ ○　 ××  

№ XXXXXXXX

№ XXXXXXXX

算定
対象

報酬額合計

日 当 ， 交 通 費

耐 震 診 断 業 務 報 酬 見 積 書 （ Ｒ Ｃ 造 ）

8×（16＋0 .4×S×√(A×N)

8×（12＋0 .4×S×√(A×N)

8×（10＋0 .3×S×√(A×N)

8×（4＋0.25×S×√(A×N)

8×（4＋0.16×S×√(A×N)

1級 建 築 士 事 務 所  株 式 会 社 　 Ｎ Ｊ Ｒ 設 計

人 件 費
単 価

診断レベル

¥0

件名

（1.0～1.5）

報 酬 額

平 成 22年 4月 25日

NJ011110A

東京都**区 ****　 ****ビル

03-XXXX-1234　 FAX： 03-XXXX-1231

0
0
0

0
0

0

Ｅ Ｅ 　 銀 行  Ｆ Ｆ 支 店

Ａ Ａ 　 銀 行  Ｂ Ｂ 支 店

診
断
費
用

補
強
設
計

工
事
監
理

付
属
作
業
等

0

添付資料

業務内容概略（１次，２次診断）

1 現地調査：目視による履歴、外観調査及び写真撮影

2 構造強度調査：ｺﾝﾋﾟｭ ﾀーｿﾌﾄ等により現地調査を元にした強度計算・検証

3 報告書作成：診断結果をまとめた報告書の作成、提出

難易度の目安

1.1 1.2 1.3 1.4

○

○
○

斫りが

必要な時

○

○

○
舞台等より屋根

裏に入れる時

2工期 3工期 4工期 5工期

※エキスパンションジョイントで区切られているときは別棟とする。

注1）

注2）

注3）

6工期

○
ローリングタワー

等が必要な時

1.5

1棟が多工期に渡って
工事されている時

要件

調査日を限定される
（土、日、祭日）

幼稚園、小学校等
防護棚等が必要

複合用途

複合権利（マンション等）

壁・天井等の仕上げをはがすような調査が必要なとき、その補修については費用を別途に積算い
たします。

三次診断・補強設計及び補強後の診断については建物の規模・診断方法等により違いがあるた
め、耐震診断にかかる標準的な人・時間数を示すことができないので、実状に合った積み上げに
よる人・時間数によることになります。

二次診断の人・時間数には、一次診断の人・時間数を含んでいます。

小規模延べ面積※1

体育館等の大スパン
構造（足場等が必要）

告示第670号による耐震診断・耐震改修業務の見積書、

請求書です。

RC造、S造、SRC造、木造の各構造共通で、見積書と

請求書も同一書式で選択して利用します。

下段は、東京都の耐震診断マニュアルによる算定方法

に準拠した非木造の耐震診断見積書です。

参考までに、掲載しています。
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非木造の耐震診断業務の見積書、請求書です。

RC造、S造、SRC造の各構造共通で、見積書と請求書

も同一書式で選択して利用します。

№

殿

下記の通り御請求申し上げます。

税込額 うち消費税

上記金額は下記の算定表の「算定対象 」欄○印にあるものの合計です。

構 造

㎡ 階 数 (N ) 4 階 難 易 度 (S) 1.1

耐震診断報酬算定表 診断費用は 「算定対象 」欄に○印があ る項目がI今回の見積 もり・請求の対象です。

予備診断 ×

１次診断 設計図書あり ×

設計図書な し ×

２次診断 設計図書あり ○ 344.00
意匠図のみあり ×

構造図書な し ×

補強設計 ・構造検討

設計図書作成

工事費概算算出

判定委員会検証費

依頼者、施工者打合せ

工事費見積もり検証

改修工事監理

判定委員会現場監修費

コア抜き費

調査試験費

復旧費

そ  の  他

小　　計

消  費  税 5 %

中 　　計

特別経費 ・立替金

合　　計

　S：難易度 （形態 ・調査難易度で 1． 0～ 1． 5 ） 　 A：延べ床面積（㎡ ） N：階数

振 込 先 （ 請 求 書 の 場 合 ）

普 通

普 通

0

(株 )◇◇◇◇

経 費
係 数

人 ・ 時 間 数 計 算 式 人 ・ 時 間 数

延面積(A)

¥0

端 数 切 捨 て

一般社団法人　東京都建築士事務所協会会員  会員番号 :1 1 11 1 1

2,500.00

Ｒ Ｃ 造＊＊ビル新築工事

0

（ 株 ） TECTO設 計 　代 表 取締 役　 ○ ○　 × ×  

（ 株 ） TECTO設 計 　代 表 取締 役　 ○ ○　 × ×  

№ XXXXXXXX

№ XXXXXXXX

算定
対象

報酬額合計

日 当 ， 交 通 費

耐 震 診 断 業 務 報 酬 請 求 書 （ Ｒ Ｃ 造 ）

8×（16＋0.4×S×√(A×N)

8×（12＋0.4×S×√(A×N)

8×（10＋0.3×S×√(A×N)

8×（4＋0 .25×S×√(A×N)

8×（4＋0 .16×S×√(A×N)

1級 建 築 士 事 務 所  株 式 会 社 　 Ｎ Ｊ Ｒ 設 計

人 件 費
単 価

診断レベル

¥0

件名

（1.0～1.5）

報 酬 額

平 成 22年 4月 25日

NJ011110A

東京都 **区 ****　 ****ビル

03-XXXX-1234　 FAX： 03-XXXX-1231

0
0
0

0
0

0

Ｅ Ｅ 　 銀 行  Ｆ Ｆ 支 店

Ａ Ａ 　 銀 行  Ｂ Ｂ 支 店

診
断
費
用

補
強
設
計

工
事
監
理

付
属
作
業
等

0

▼耐震診断（木）

木造の耐震診断業務の見積書、請求書です。

耐震診断と補強設計を1枚で兼用し、見積書と請求書も

同一書式で選択して利用します。

№

殿

下記の通り御見積申し上げます。

税込額

上記金額は下記の算定表の「算定対象」欄○印にあるものの合計です。

2

160.00 ㎡
難易度(S)

耐震診断 1.0

1.2 （ 1.0～ 1.5） 補強設計 1.0

報酬算定計算表 耐震診断は「算定対象」欄に○印がある項目がI今回の見積もり・請求の対象です。

○ 20 .0 0 1.2 1 .0 0 .0
× 28 .0

e そ  の  他

f 小　　計

g 消  費  税 5 %

h 中　　計

i 特別経費・立替金

j 合　　計

注1）

注2）

振込先（請求書の場合）

普通

普通

木 造 耐 震 診 断 ・ 木 造 補 強 設 計 業 務 報 酬 見 積 書

NJ011110A

平成 24年 12月 1日

(株 )◇◇◇◇

一般社団法人　東京都建築士事務所協会会員  会員番号 :111111

件名 ＊＊ビル新築工事

1級 建 築 士 事 務 所  株 式 会 社 　 Ｎ Ｊ Ｒ 設 計
東京都**区****　****ビル

03-XXXX-1234　 FAX：03-XXXX-1231

報酬額合計 ¥0 ¥0
うち消費税

延面積(A)

面積割増

係数(W )

階階 数

面積割

増
係数

経費

係数

設計図書なし

設計図書あり

人・時間

数

難易度

(S)

復旧費

工事監理

0

補強設計

耐震診断

報酬額
人件費

単価

1.3

180㎡≦ A＜ 210㎡

1.2

150㎡≦ A＜ 180㎡

業務内容・条件

0

算定

対象

1.1

120㎡≦ A＜ 150㎡

1.0

A<120㎡
W

業務区分

1.4以上

A≧ 210㎡

（ 株 ） TECT O設 計 　 代 表 取 締 役 　 ○ ○ 　 × ×  

0
0
0

0
上記の「耐震診断」及び「補強設計」の現場調査は「目視・非破壊検査」を想定しています。

上記の「補強設計」記載の業務には、リフォームや他の工事にかかる人・時間数は含まれません。

Ａ Ａ　銀 行  ＢＢ 支店 № XXXXXXXX （ 株 ） TECT O設 計 　 代 表 取 締 役 　 ○ ○ 　 × ×  

Ｅ Ｅ　銀 行  ＦＦ 支店 № XXXXXXXX

a

b

d

c

コア抜き費
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RESA5 入力シートB

四会連合設計監理契約、書重要事項説明書、士法２４条の８の書面の印刷のための入力シートです。

「共通事項」では前記3種の書類全てに必要な情報を入力します。「四会連合設計監理契約」、「書重要事項説

明書、士法２４条の８の文書」はこれらの書式の為に必要な情報を入力します。

黄色の入力用セルに必要情報を入力してください。一部、リストからの選択入力式となっています。プロジェ

クト管理データベースや基本情報データベースの情報を利用する部分があり、この場合、該当するシリアル番

号やコード番号を入力します。一部では、その登録情報を利用するのではなく、その場で別の内容に修正する

ことができます。黄色セルに修正値を入力すると、入力値が優先されます。物件、建築主や建築士等の基本情

報を探しやすいように右側に１０件程度の登録情報が参照できるリストを表示します。このリストの左上の黄

色セルに値を入れると、その値から順に表示されます。このシリアル番号やコード番号の入力は、すべての数

値を入力せず、頭から0を除いた数値のみ入力してください。（例 20153の場合は153のみ。）

↓

次ページにつづく
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四会連合設計監理契約、小規模設計監

理契約の書面の印刷のための入力シー

トです。黄色セルに必要な情報を入力

してください。業務報酬額は「入力

シートＡ」で入力した情報を利用しま

すが、ここで修正も可能です。
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四会連合小規模設計監理契約を利用の場合は、下記の入力が必要です。

黄色セルの入力部分は、大部分が選択方式となっています。「あり」を選択すると印刷書式では項目の前の□が■

に変わります。文字入力部分は必要な情報を入力してください。
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前ページに引き続き、「重要事項説明書、

士法２４条の８の文書」の書式の為に必要

な情報を入力するエリアです。

黄色の入力用セルに必要情報を入力してく

ださい。

業務委託先は最大10件入力できます。

「重要事項説明書」は、委託先が多い時に

は別紙を利用するようになっていますが、

「士法24条の8の書面」は、そのような場

合でも1枚に収めています。

次ページ以降に、印刷イメージを表示して

います。
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建築士法の規定で同業者同士の再委託でも文書による契約が定められており、そのための「注文書・請書」を作

成・印刷する為に必要な情報を入力するエリアです。黄色の入力用セルに必要情報を入力してください。

この書式は、同業者に対する再委託を前提としていますので、前出の契約書とは入力内容が若干異なり、本シス

テムのデータベースから利用できる情報が少なく、このエリアで新規に入力する内容が多くなっています。

右の「印刷ページ」ボタンを押すと、印刷書式のエリアに移動し、内容を確認することができます。
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▼重要事項説明書

▼重要事項説明書 別紙

5. 設計又は工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士

① ②

建築士 【登録番号】： 9876543 建築士 【登録番号】：

建築士 【登録番号】： 建築士 【登録番号】：

（建築設備の設計に関し意見を聴く者） （建築設備の工事監理に関し意見を聴く者）

6. 報酬の額及び支払の時期

① 円

②

7. 契約の解除に関する事項

（説明をする建築士）

印

建築士、　■管理建築士、ぉ所属する建築士

（説明を受けた建築主）

印

支 払 の 時 期 ：

【資格】：

【資格】：

設備建築士

【資格】：

【氏名】：

【資格】：

氏　名：

住　所：

資格等：

氏　名：

1級

平成　　　年　　月　　日

○○　一夫

上記の建築士から建築士免許証（免許証明書）の提示のもと重要事項の説明を受け、重要事項説明書を受領しまし
た。

○○　一夫

1級

＊　設計に従事することとなる建築士が構造設計一級建築士または設備設計一級建築士である場合にはその旨の
記載が必要です。

【氏名】：

設備　真一

設備建築士

【氏名】：

【氏名】：

【氏名】：

【資格】： 【資格】：

【氏名】：

一般社団法人　東京都建築士事務所協会会員 会員番号:111111

1級建築士事務所 株式会社　ＮＪＲ設計

報 酬 の 額 ：

建築主は、正当と認められる事由があるときに限り、建築士事務所が本件業務を完了する以前にお
いて、書面をもって通知して、本件業務について契約の解除をすることができます。かかる場合に
おいて本件業務に関する成果品及びその対価の取扱いについては、出来高払いを基本として協議の
うえ定めるものとします。

設計着手時（２０％）、実施設計完了時（５０％）、躯体工事完了時（１５％）、
工事監理完了時（１５％）の４回払いとなります。

0

設計業務に従事することとなる建築士・建築設備士※ 工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備
士

様

受 託 業 務 名 称 ：

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ：

建 築 士 事務 所の所在地 ：

区分(一級、二級、木造 ) ：

開 設 者 氏 名 ：

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

1. 対象となる建築物の概要

建 設 予 定 地 ： 江戸川区江戸川－***

主 要 用 途 ：

工 事 種 別 ：

規 模 等 ： 2 階建て 延べ 73.304 ㎡

2. 作成する設計図書の種類（設計契約受託の場合）

3. 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法

　（工事監理契約受託の場合）

① 工事と設計図書との照合の方法

② 工事監理の実施の状況に関する報告の方法：

4. 設計又は工事監理の一部を委託する場合の計画

① なし

② 委託する業務の概要及び委託先（ありの場合の計画）

委 託 す る 業 務 の 概 要 ： 意匠

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ： 1級建築士事務所 株式会社第一設計

建 築士 事務 所の所在地 ： 東京都品川区＊＊　1-1-1　****ビル

区分(一級、二級、木造 ) ：

開 設 者 氏 名 ： （株）第一設計　代表取締役　△△一郎

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

（　一級　）建築士事務所

設計又は工事監理の一部を委託する予定：

新    築

一戸建ての住宅  

意匠図、構造図、設備図

文書による工事監理報告書を月ごとに提出します。また、工事監理完了後に建築士法に基づいて法
定様式による工事監理報告書を提出します。

請負業者からの施工報告及びサンプリングによる現場立会検査により照合します。
サンプリングによる現場立会検査は期間中４回程度行います。

重　要　事　項　説　明　書

渡辺邸新築工事

株式会社　ＴＣＴ設計   代表取締役　日本　一郎

東京都港区***町　1-2-3　****ビル

1級建築士事務所 株式会社　TCT設計

平成24年10月5日

　本重要事項説明は、建築士法第24条の7に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に先立って、あらかじ
め契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同
一になるとは限りません。

渡辺　一郎

（　一級　）建築士事務所

② 委託する業務の概要及び委託先（ありの場合の計画）

委託先-7

構造

弁天構造設計

千葉市中央区＊＊－7-7-７

大黒　七太郎

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

委託先-8

委託先-9

委託先-10

区 分 ( 一 級 、 二級 、 木 造 ) ：

区 分 ( 一 級 、 二級 、 木 造 ) ：

区 分 ( 一 級 、 二級 、 木 造 ) ：

（　二級　）建築士事務所

（　　）建築士事務所

（　　）建築士事務所

（　　）建築士事務所

委 託 す る 業 務 の 概 要 ：

開 設 者 氏 名 ：

建 築 士 事 務 所 の 所 在 地 ：

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

委 託 す る 業 務 の 概 要 ：

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ：

建 築 士 事 務 所 の 所 在 地 ：

開 設 者 氏 名 ：

区 分 ( 一 級 、 二級 、 木 造 ) ：

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ：

委 託 す る 業 務 の 概 要 ：

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

委 託 す る 業 務 の 概 要 ：

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ：

建 築 士 事 務 所 の 所 在 地 ：

開 設 者 氏 名 ：

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ：

建 築 士 事 務 所 の 所 在 地 ：

開 設 者 氏 名 ：

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

別紙

4. 設計又は工事監理の一部を委託する場合の計画（2件目以降）

② 委託する業務の概要及び委託先（ありの場合の計画）

委託先-2

委 託 す る 業 務 の 概 要 ： 構造

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ： ××設計

建 築 士 事 務 所の 所在 地 ： 神奈川県××市＊＊＊2-2-2

区分 (一級 、二 級、 木造 ) ：

開 設 者 氏 名 ： ××　二郎

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

委託先-3

委 託 す る 業 務 の 概 要 ： 設備

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ： 江戸川設計　

建 築 士 事 務 所の 所在 地 ： 江戸川区＊＊町3-3-3

区分 (一級 、二 級、 木造 ) ：

開 設 者 氏 名 ： 江戸川　三朗

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

委託先-4

委 託 す る 業 務 の 概 要 ： 設備

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ： 荒川設備　

建 築 士 事 務 所の 所在 地 ： 東京都江東区*****4-4-4

区分 (一級 、二 級、 木造 ) ：

開 設 者 氏 名 ： 荒川　四士郎

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

委託先-5

委 託 す る 業 務 の 概 要 ： 意匠

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ： （有）文教設計

建 築 士 事 務 所の 所在 地 ： 埼玉県さいたま市******5-5-5

区分 (一級 、二 級、 木造 ) ：

開 設 者 氏 名 ： 文教　五郎　

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

委託先-6

委 託 す る 業 務 の 概 要 ： 意匠

建 築 士 事 務 所 の 名 称 ： 相模設計

建 築 士 事 務 所の 所在 地 ： 渋谷区＊＊＊－6-6

区分 (一級 、二 級、 木造 ) ：

開 設 者 氏 名 ： 相模　六輔

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

（　一級　）建築士事務所

（　一級　）建築士事務所

（　一級　）建築士事務所

（　二級　）建築士事務所

（　二級　）建築士事務所
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▼士法24条の8の書面

委　託　者 　様

(契約の相手方の氏名又は名称) （施行規則第22 条の３第１項第２号）

次の事項を通知します。（施行規則第22条の３第１項第１号） 

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）

渡辺邸新築工事

1. 対象となる建築物の概要（法第24 条8第1項1号、第24条の7第1項6号、施行規則第22 条2の2）

建 設 予 定 地 :

主 要 用 途 ：

工 事 種 別 ：

規 模 等 ： 2 階建て 延べ 73.304 ㎡

2. 業務の種類及び内容、実施方法及び業務実施期間　（法第24条の8第1項2号及び3号）

業務の種類及び内容 実施の有無 実施方法等

1. 基本設計業務(構造設計、

設備設計を含む)

2. 実施設計業務(構造設計、

設備設計を含む)

3. 工事監理業務

4. その他の業務 (契約に含

まれる上記以外の業務）

3. 作成する設計図書の種類（設計業務受託の場合）　（法第24 条の8 第1 項1 号、第24 条の7 第1 項1 号）

4. 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法

　（工事監理業務受託の場合）　(法第24条の8第1項1号、第24条の7第1項2号)

① 工事と設計図書との照合の方法

② 工事監理の実施の状況に関する報告の方法：

業務期間〔予定〕

請負業者からの施工報告及びサンプリングによる現場立会検査により照合します。
サンプリングによる現場立会検査は期間中４回程度行います。

文書による工事監理報告書を月ごとに提出します。また、工事監理完了後に建築士法に基づいて法
定様式による工事監理報告書を提出します。

開 設 者 氏 名 ：

新    築

株式会社　ＴＣＴ設計   代表取締役　日本　一郎

江戸川区江戸川－***

一戸建ての住宅  

区分(一級、二級、木造) ： （　一級　）建築士事務所

建築設計業務委託書によ
る

建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面
平成26年4月23日

東京都港区***町　1-2-3　****ビル

建築士事務所 の名 称 ：

所 属 協 会 ：

渡辺　一郎

建築士法第24条の8の定めにより、 付締結の業務受託契約に関して、

(一社)東京都建築士事務所協会 会員　 会員番号：987654321

受託業務名称：

1級建築士事務所 株式会社　TCT設計

平成27年5月1日

建築士事務所の所在地：

意匠図、構造図、設備図

-

2013年4月1日から2013年9
月5日まで

2013年1月16日から2013年3
月15日まで

-

○

建築設計業務委託書によ
る

建築設計業務委託書によ
る

○

○

2012年12月10日から2013年
1月15日まで○

5. 設計又は工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士（法第24条の8第1項1号、第24条の7第1項3号）

① ②

構造設計一級建築士

建築士 【登録番号】： 9876543 建築士 【登録番号】： ******

建築士 【登録番号】： ****** 建築士 【登録番号】： ******

（建築設備の設計に関し意見を聴く者） （建築設備の工事監理に関し意見を聴く者）

設備設計一級建築士

＊ 

6.

7. 報酬の額及び支払時期　(法第24条の8第1項号、第24条の7第項4号）

① 円（消費税込み額）

②

8. 契約の解除に関する事項　(法第24 条の8 第1 項1 号、第24 条の7 第1 項5 号）

××　二郎

（株）第一設計　代表取締役
△△一郎

開設者の氏名又は名称
（法人の場合は代表者の氏

名）

区分(一
級、二級、

木造)

（　　）建築士
事務所

（　　）建築士
事務所

（　　）建築士
事務所

（　二級　）建
築士事務所

（　二級　）建
築士事務所

（　二級　）建
築士事務所

（　一級　）建
築士事務所

（　一級　）建
築士事務所

（　一級　）建
築士事務所

（　一級　）建
築士事務所

大黒　七太郎

相模　六輔

文教　五郎

荒川　四士郎

江戸川　三朗

千葉市中央区＊＊－7-7-７
構造

弁天構造設計

4

意匠

3
江戸川設計

5

1級 【資格】： 1級

意匠
東京都品川区＊＊　1-1-1　****ビル

1級建築士事務所 株式会社第一設計

神奈川県××市＊＊＊2-2-2

××設計
2

平成21 年5 月27 日以降の設計において、建築士法の規定に従い、構造設計一級建築士及び設備設計一級建
築士が関与する場合は、その氏名及び資格について記載する必要があります。

設計又は工事監理の一部の委託先(協力建築士事務所) （ 法第24 条の8第1項1号、第24 条の7第1項6 号、施行規則第22 条の2 の2）

委託先の建築士事務所の名称及び所在地

設計業務に従事することとなる建築士・建築設備士※

【氏名】： 設備　真一

【資格】：

建築設備士

【氏名】：

工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備
士

【氏名】： 【氏名】： 構造　進

1級 【資格】： 1級【資格】：

○○　一夫

【資格】：【資格】：

【氏名】： 設備　真一

【氏名】： 意匠　三郎

建築設備士

構造　進

設計着手時（２０％）、実施設計完了時（５０％）、躯体工事完了時（１５％）、
工事監理完了時（１５％）の４回払いとなります。

建築主は、正当と認められる事由があるときに限り、建築士事務所が本件業務を完了する以前にお
いて、書面をもって通知して、本件業務について契約の解除をすることができます。かかる場合に
おいて本件業務に関する成果品及びその対価の取扱いについては、出来高払いを基本として協議の
うえ定めるものとします。

支払 の時 期 ：

報 酬 の 額 ： 6,000,000

6 意匠

別紙見積書を添付。上記金額には、建築確認申請手数料（納付金）は含まれていません。

相模設計

渋谷区＊＊＊－6-6

再委託する業務の概要

荒川設備

東京都江東区*****4-4-4

（有）文教設計

埼玉県さいたま市******5-5-5

構造

1

10

9

8

7

設備

設備

江戸川区＊＊町3-3-3
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▼四会連合設計監理契約書
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▼四会連合設計監理契約書（小規模向け）
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▼再委託注文書・請書

殿

委託者 住所又は所在地

氏名又は名称 印

下記の業務を委託します。

受託する場合は、所定の請書の各事項を記載し、記名押印のうえ提出してください。

件　名

１． 対象となる建築物の概要（施行規則第17条の38第３号）

建　設　地

主要用途

工事種別

規 模 等 7 階建て

２． 業務の実施期間（施行規則第17条の38第７号）

　～　

　～　

３． 業務委託の種類、内容及び実施方法（施行規則第17条の38第７号及び第８号）

上記建築物の　■設計業務　ぉ監理業務　のうち下記の（■建築　■構造　■設備）に関する業務

４． 設計業務において、作成する成果図書（法第22条の３の３第１項第１号）

５． 監理業務において、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法
　(法第22条の３の３第１項第２号)

(1)工事と設計図書との照合の方法

(2)工事監理の実施状況に関する報告の方法

６. 設計又は工事監理に従事することとなる受託者登録の建築士事務所所属の建築士・建築設備士

（法第22条の３の３第１項第３号、施行規則第17条の38第４号及び第５号）

① ②

【資格】（ 1級 9876543 ） 【資格】（ 1級 ****** ）

（建築設備の設計に関し意見を聴く者） （建築設備の工事監理に関し意見を聴く者）

株式会社　ＴＣＴ設計   代表取締役　日本　一郎

鉄  　骨  　造

新    築

事務所  

東京都***-100

ＮＪＲビル新築工事　構造設計協力業務

【登録番号】（

）建築士【登録番号】（ ）建築士【登録番号】（

△△△

該当なし

△△△

該当なし

△△△

△△△

△△△

構造設計

△△△

仕様書、構造計算書、構造図、工事費概算書

５０戸以上

【登録番号】（ ****** ）

※設計に従事することとなる建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨の記載が必要です。

【氏名】： 設備　真一

【資格】 建築設備士 ****** ）

【氏名】： 設備　真一

【資格】 建築設備士

建築士法第22条の3の3の規定に基づく

注　文　書
平成27年6月25日

東京都港区***町　1-2-3　****ビル

（株）第一設計　代表取締役　△△一郎

東京都品川区＊＊　1-1-1　****ビル(住所又は所在地)

(氏名又は名称)

（受託者）

設計業務に従事することとなる
建築士・建築設備士※

工事監理業務に従事することとなる
建築士・建築設備士

△△△

平成27年7月1日

△△△

平成27年12月25日構造設計業務

【氏名】： ○○　一夫 【氏名】： 構造　進

７． 設計又は工事監理の一部の委託先（協力建築士事務所）（施行規則第17条の38第６号）

名称：

所在地：

（

名称：

所在地：

（

8． 業務報酬の額及び支払の時期（法第22条の３の３第１項第４号）

報酬額（内取引に係る消費税及び地方消費税の額）

業務報酬の合計金額 ￥ (￥ )

支払の時期： 支払額（内取引に係る消費税及び地方消費税の額）

( ) ￥ (￥ )

( ) ￥ (￥ )

９． 契約の解除に関する事項（法第22条の３の３第１項第５号）

以下の(1)又は(2)による。（■としたものを契約の解除に関する事項とする。）

■（1）次の①及び②による。

①解除権の行使

・ 受託者の責めに帰すべき事由により、履行期限内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。

・

・

②解除の効果　

契約解除の場合、解除後の取り扱いについては、次のとおりとする。

・

・

・

ぉ（2）解除に関する条項

１０．特約事項

１1．その他の事項

　　　注文書及び請書に定めのない事項は、必要に応じて委託者受託者が協議して定める。

受託者の建築士事務所登録に関する事項 （法第22条の３の３第１項第６号、施行規則第17条の38第１号及び第２号）

所在地

区分(一級、二級、木造)（ ）建築士事務所（　　　 ）知事登録第　　　　　　号一級

業務完了時

業務委託契約時

△△△

△△△

△△△

△△△

△△△

△△△

2,200,000

2,100,000

契約の解除に伴い、委託者又は受託者は、損害を受けているときは、その賠償を相手方に請求することができる。た
だし未完了の成果物について、かしがある場合といえども、委託者は追完及び損害の賠償を受託者に請求すること
ができない。

上記のほか、委託者又は受託者の責めに帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められると
き。

受託者は、委託者に対し、契約が解除されるまでの間、債務の本旨に従って履行した受託業務の割合に応じた業務
報酬の支払いを請求することができる。

4,300,000

平成27年9月30日

平成27年8月1日

　）建築士事務所

　）建築士事務所 代表取締役△△一郎

株式会社　第一設計

××設計
有限会社　××設計

代表取締役　××　匠

1級建築士事務所 株式会社第一設計

神奈川県××市＊＊＊2-2-2

東京都品川区＊＊　1-1-1　****ビル

一級

176,000

168,000

344,000

（開設者が法人の場合は
その代表者の氏名） 代表取締役　△△一郎

開設者の氏名又は名称 株式会社　第一設計

*****1東京都

意匠

構造

開設者の氏名又は法人名称
（開設者が法人の場合は

　法人名称及び代表者の氏名）

区分(一級、二級、木造)：

区分(一級、二級、木造)：

再委託する業務の概要
委託先の建築士事務所の名称及び所在地

並びに区分（一級、二級、木造）

一級

東京都品川区＊＊　1-1-1　****ビル

建築士事務所の名称 1級建築士事務所 株式会社第一設計

委託者は、契約解除のときまでに受託者から交付されている成果物及び未完了の成果物がある場合、これを利用す
ることができる。

委託者又は受託者は、次の一に該当するときは、相手方に書面をもって通知してこの契約の全部又は一部を解
除することができる。

委託者又は受託者の責めに帰すべき事由により、委託者又は受託者がこの契約に違反し、相手方が相当期間を定
めて催告してもその違反が是正されないとき。

殿

（受託者）

印

件　名

１． 対象となる建築物の概要（施行規則第17条の38第３号）

建　設　地

主要用途

工事種別

規 模 等 7 階建て

２． 業務の実施期間（施行規則第17条の38第７号）

　～　

　～　

３． 業務委託の種類、内容及び実施方法（施行規則第17条の38第７号及び第８号）

上記建築物の　■設計業務　ぉ監理業務　のうち下記の（■建築　■構造　■設備）に関する業務

４． 設計業務において、作成する成果図書（法第22条の３の３第１項第１号）

５． 監理業務において、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法
　(法第22条の３の３第１項第２号)

(1)工事と設計図書との照合の方法

(2)工事監理の実施状況に関する報告の方法

６. 設計又は工事監理に従事することとなる受託者登録の建築士事務所所属の建築士・建築設備士

（法第22条の３の３第１項第３号、施行規則第17条の38第４号及び第５号）

① ②

【資格】（ 1級 9876543 ） 【資格】（ 1級 ****** ）

（建築設備の設計に関し意見を聴く者） （建築設備の工事監理に関し意見を聴く者）

東京都港区***町　1-2-3　****ビル

平成27年7月1日

新    築

事務所  

東京都***-100

鉄  　骨  　造

【登録番号】（

※設計に従事することとなる建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨の記載が必要です。

該当なし

△△△

仕様書、構造計算書、構造図、工事費概算書

△△△

構造設計

△△△

△△△

【資格】 建築設備士 ****** ） 【資格】 建築設備士 【登録番号】（ ****** ）

【氏名】： 設備　真一 【氏名】： 設備　真一

【氏名】： ○○　一夫 【氏名】： 構造　進

該当なし

△△△

設計業務に従事することとなる
建築士・建築設備士※

工事監理業務に従事することとなる
建築士・建築設備士

）建築士【登録番号】（ ）建築士【登録番号】（

構造設計業務 平成27年7月1日 平成27年12月25日

△△△ △△△ △△△

５０戸以上

（株）第一設計　代表取締役　△△一郎

ＮＪＲビル新築工事　構造設計協力業務

東京都品川区＊＊　1-1-1　****ビル

株式会社　ＴＣＴ設計   代表取締役　日本　一郎

建築士法第22条の3の3の規定に基づく

請　　　書

(住所又は所在地)

(氏名又は名称)

（委託者）

(氏名又は名称)

(住所又は所在地)

平成27年6月25日 付の注文書による下記の業務を受託する。

印 紙

７． 設計又は工事監理の一部の委託先（協力建築士事務所）（施行規則第17条の38第６号）

名称：

所在地：

（

名称：

所在地：

（

8． 業務報酬の額及び支払の時期（法第22条の３の３第１項第４号）

報酬額（内取引に係る消費税及び地方消費税の額）

業務報酬の合計金額 ￥ (￥ )

支払の時期： 支払額（内取引に係る消費税及び地方消費税の額）

( ) ￥ (￥ )

( ) ￥ (￥ )

９． 契約の解除に関する事項（法第22条の３の３第１項第５号）

以下の(1)又は(2)による。（■としたものを契約の解除に関する事項とする。）

■（1）次の①及び②による。

①解除権の行使

・ 受託者の責めに帰すべき事由により、履行期限内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。

・

・

②解除の効果　

契約解除の場合、解除後の取り扱いについては、次のとおりとする。

・

・

・

ぉ（2）解除に関する条項

１０．特約事項

１1．その他の事項

　　　注文書及び請書に定めのない事項は、必要に応じて委託者受託者が協議して定める。

受託者の建築士事務所登録に関する事項 （法第22条の３の３第１項第６号、施行規則第17条の38第１号及び第２号）

所在地

区分(一級、二級、木造)（ ）建築士事務所（　　　 ）知事登録第　　　　　　号

△△△

△△△

△△△

受託者は、委託者に対し、契約が解除されるまでの間、債務の本旨に従って履行した受託業務の割合に応じた業務

報酬の支払いを請求することができる。

契約の解除に伴い、委託者又は受託者は、損害を受けているときは、その賠償を相手方に請求することができる。た

だし未完了の成果物について、かしがある場合といえども、委託者は追完及び損害の賠償を受託者に請求すること
ができない。

△△△

委託者又は受託者の責めに帰すべき事由により、委託者又は受託者がこの契約に違反し、相手方が相当期間を定
めて催告してもその違反が是正されないとき。

上記のほか、委託者又は受託者の責めに帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められると
き。

株式会社　第一設計

（開設者が法人の場合は
その代表者の氏名）

代表取締役　△△一郎

開設者の氏名又は名称

*****1

建築士事務所の名称

△△△

△△△

一級 東京都

1級建築士事務所 株式会社第一設計

東京都品川区＊＊　1-1-1　****ビル

委託者は、契約解除のときまでに受託者から交付されている成果物及び未完了の成果物がある場合、これを利用す

ることができる。

委託者又は受託者は、次の一に該当するときは、相手方に書面をもって通知してこの契約の全部又は一部を解
除することができる。

業務完了時 平成27年9月30日 2,200,000 176,000

4,300,000 344,000

業務委託契約時 平成27年8月1日 2,100,000 168,000

構造

0
有限会社　××設計

0

区分(一級、二級、木造)： 0 　）建築士事務所 代表取締役

意匠

1級建築士事務所 株式会社第一設計
株式会社　第一設計

東京都品川区＊＊　1-1-1　****ビル

区分(一級、二級、木造)： 一級 　）建築士事務所 代表取締役△△一郎

再委託する業務の概要
委託先の建築士事務所の名称及び所在地

並びに区分（一級、二級、木造）

開設者の氏名又は法人名称
（開設者が法人の場合は

　法人名称及び代表者の氏名）
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6.年次報告書、閲覧用書式の入力と印刷

年次報告書入力画面

次ページにつづく

概要

建築士法第23条の6の規定による年次報告書（第六号の二書式）及び閲覧に供する
書類（第七号の二書式）作成のための入力と印刷を行うファイルです。
基本情報データベースやプロジェクト管理データベースに登録された情報を一部利
用します。
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黄色の入力用セルに必要情報を入力してください。

シリアル番号は、プロジェクト管理データベースから指定したいプロジェクト（物件）に対応する番号を入力

してください。建築士コードは、基本情報データベースから指定したい建築士に対応する番号を入力してくだ

さい。このシリアル番号やコード番号の入力は、すべての数値を入力せず、頭から0を除いた数値のみ入力して

ください。（例 20153の場合は153のみ。）

このファイルは、入力後の保存時には上書きせず、年度などを表す名称をつけて保存してください。

保存する場合、ファイル名は年度と枝番で命名するとよろしいでしょう。

例 「年次報告2020‐1」、「年次報告2020‐2」

どちらの書類も第2面及び第4面は３ページで計６０件まで入力、表示できます。それ以上の件数がある場合、

６０件まで入力して保存後、入力済６０件を消去し６１件目から入力し、ファイル名を変えて保存します。そ

の60件を1単位としての繰り返し回数を入力すると、印刷書類の最上部の「その1」等の表示が適正に変化しま

す。

第2面及び第4面の面積表示部の前に「延」が記されますが、この文字を変更したい場合は右側黄色せる枠内に

希望の文字を入力すれば、物件ごとにリストから選択しそれぞれ変更することができます。

第4面で、複数の建築士に異なる業務を担当させた場合などに対応できるよう、業務内容の修正が可能です。

右側の「業務内容修正」欄に修正内容を入力した場合は、この内容が優先されて表示されます。

次ページ以降に、印刷イメージを表示しています。
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▼年次報告書 第1面

▼年次報告書 第2面 ▼年次報告書 第3面

（第一面）

東京都知事 殿

1級建築士事務所 東京都 知事登録 999999

所 在 地

電話番号03-XXXX-1234

建築士事務所の開設者の氏名又は名称　　　　　　　　

事業年度

第六号の二書式（二十条の三関係）

　建築士法第23条の６の規定により、設計等の業務に関する報告書を提出します。この報告書の記載
事項は事実に相違ありません。

1級建築士事務所 株式会社　ＮＪＲ設計

〔記入注意〕建築士事務所の開設者が法人である場合には、法人の代表者の氏名も併せて記載するこ
と。

東京都**区****　****ビル

建築士法第23条の６の規定による
設計等の業務に関する報告書

平成　25年　4月　25日

平成23年　4月　1日　～　平成24年　3月　31日

株式会社　ＮＪＲ　代表取締役　日次　太郎

１　当該事業年度における直近のものから順次記入して下さい。

２　〔例〕

平成１９．　２．　１

１９．　１０．　３

期間

仮

仮

仮

仮

仮

仮

仮

千葉県 仮

仮

仮

仮

仮

仮

仮㎡

秋田県

建築物所在地
都道府県

建築物の用途 構造及び規模 業務内容

東京都

（第二面）

建築士事務所の業務の実績

[記入注意]

○○県 共同住宅
鉄筋コンクリート造

五階建延　　７００㎡
設計及び工事監理

仮

仮㎡

仮

仮㎡

（ふりがな）
氏　　　　名

一級建築士、二
級建築士又は木
造建築士の別及
び管理建築士で
ある場合にあって
は、その旨

登録番号

登録を受け
た都道府県
名（二級建築
士又は木造
建築士の場
合）

建築士法第２２
条の２第１号か
ら第３号までに
定める講習のう
ち直近のものを
受けた年月日

構造設計一級
建築士又は設
備設計一級建
築士である場合
にあっては、そ

の旨

構造設計一級
建築士証又は
設備設計一級
建築士証の交
付番号

建築士法第２２
条の２第４号及
び第５号に定め
る講習のうちそ
れぞれ直近のも
のを受けた年月

日

○○　一夫
1級　、管理建

築士
9876543 - 2012/2/1 - - -

建築　五郎 2級 ****** 埼玉県 2011/**/** - - -

設備　真一 1級 ****** - 2011/**/** 設備建築士 ******* 2011/**/**

構造　進 1級 ****** - 2011/**/** 構造建築士 ******* 2011/**/**

設備　真一 1級 ****** - 2011/**/** 設備建築士 ******* 2011/**/**

一級建築士 4 名 1 名

計 5 名 二級建築士 1 名 1 名

木造建築士 0 名

（第三面）

所属建築士名簿

　　構造設計一級建築士

　　設備設計一級建築士

年次報告書（士法第23条の6の規定による設計等の業

務に関する報告書）の第1面 第5面までの書式及び閲

覧に供する書類（第七号の二書式）の第1面 第4面ま

での書式の印刷例です。

この印刷例で表示されている内容は、あくまでサンプ

ルであり、各書式間の整合性もありません。
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▼年次報告書 第5面▼年次報告書 第4面

２　〔例〕

日本太郎
平成１９．　２．　１

１９．　１０．　３

所属建築士の
氏名

期間

仮

仮

仮

仮㎡
仮仮東京都

設計及び工事監理

建築物所在地都
道府県

建築物の用途 構造及び規模 業務内容

（第四面）

所属建築士の業務の実績

[記入注意]

１　所属建築士の当該事業年度における業務の実績を、当該建築士事務所におけるものに限って、直近のものか
ら順次記入して下さい。

○○　一夫

○○県 共同住宅
鉄筋コンクリート造

五階建延　７００㎡

〔記入注意〕

当該事業年度における直近のものから順次記入して下さい。

管理建築士の氏名 建築士事務所の開設者に対して述べられた意見の概要
当該意見が
述べられた日

1 ○○　一夫 仮 仮

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（第五面）

管理建築士による意見の概要
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▼閲覧に供する書類 第1面

▼閲覧に供する書類 第3面 ▼閲覧に供する書類 第4面

第七号の二書式（第二十二条関係）（Ａ４）

建築士 名称
フリガナ

1級建築士事務所 株式会社　ＴＣＴ設計　　　

事務所
所在地 東京都港区***町　****ビル

1級 建築士事務所

東京都 知事登録 123***321 号

氏名又は名称　　　　　　　　株式会社　日本ＴＣＴ設計　代表取締役　日本　一郎　　　印

1級 建築士　氏名 ○○　一夫

平成24年　4月　1日　～　平成29年　3月　31日

〔記入注意〕建築士事務所の開設者が法人である場合には、開設者の欄に法人の代表者の氏名を併せて記載してく
ださい。

（第一面）

建築士事務所の概要

平成　25年　4月　25日

建築士法第24条の６の規定により閲覧に供する書類

登録

管理建築士

開設者

登録の有効期限

-大臣登録　第9876543号

現在

１　当該事業年度における直近のものから順次記入して下さい。

２　〔例〕
東京都千代田区

霞ヶ関○-○-○
平成１９．　２．　１

１９．　１０．　３

建築物
所在地

期間

2012.7.15

2012.12.8

2011.4.1

2011.9.15

2012.12.1

2013.2.15

（第二面）

建築士事務所の業務の実績

[記入注意]

国土 太郎
国土マンション

共同住宅
鉄筋コンクリート造

五階建延　　７００㎡
設計及び工事監理

平成　25年　4月　25日

委託者 建築物の名称及び用途 構造及び規模 業務内容

○○産業　試験　一郎
鉄骨造

標準設計監理
3/B1階建 延169.92㎡店舗兼事務所

○1○1産業ビル新築工事

渡辺　一郎
木　　      造

標準設計業務
2階建 延73.304㎡

（株）湾岸工業　代表
取締役　海野　波男

木　　      造 改修設計監理業
務1階建 延40㎡

江戸川区西小岩1-
1935-1

江戸川区江戸川－
***

渡辺邸新築工事

一戸建ての住宅  

千葉県館山市**
***-1

レストランNJR　改修工事

飲食店  

平成　25年　4月　25日 現在

（ふりがな）
氏　　　　名

一級建築士、二級
建築士又は木造建
築士の別及び管理
建築士である場合に
あっては、その旨

登録番号

登録を受け
た都道府県
名（二級建築
士又は木造
建築士の場
合）

建築士法第２２
条の２第１号か
ら第３号までに
定める講習のう
ち直近のものを
受けた年月日

構造設計一級
建築士又は設
備設計一級建
築士である場合
にあっては、そ

の旨

構造設計一級
建築士証又は
設備設計一級
建築士証の交
付番号

建築士法第２２
条の２第４号及
び第５号に定め
る講習のうちそ
れぞれ直近のも
のを受けた年月

日

まるまるかずお

○○　一夫

けんちく ごろう

建築　五郎

せつびしんいち

設備　真一

いしょう さぶろう

意匠　三郎

一級建築士 4 名 1 名

計 5 名 二級建築士 1 名 1 名

木造建築士 0 名

埼玉県 2011/**/** - - -

（第三面）

所属建築士名簿

1級　、管理建築
士

9876543 - 2012/2/1 - - -

1級 ****** - 2011/**/** 設備建築士 ******* 2011/**/**

2級 ******

1級 ****** - 2011/**/** - - -

　　構造設計一級建築士

　　設備設計一級建築士

▼閲覧に供する書類 第2面

現在

２　〔例〕

国土 太郎 交通 花子

東京都千代田区

霞ヶ関○-○-○
平成１９．　２．　１

１９．　１０．　３

所属建築士の
氏名

委託者
建築物
所在地

期間

2011.4.1

2011.9.15

2012.7.15

2012.12.8

2012.12.1

2013.2.15

2012.7.15

2012.12.8

2012.12.1

2013.2.15

（第四面）

建築士事務所の業務の実績

[記入注意]

国土マンション

共同住宅
鉄筋コンクリート造

五階建延　　７００㎡
設計及び工事監理

渡辺　一郎○○　一夫

建築物の名称及び用途 構造及び規模 業務内容

江戸川区江戸川－
***

渡辺邸新築工事 木　　      造
標準設計業務

一戸建ての住宅  2階建 延73.304㎡

江戸川区西小岩1-
1935-1

○1○1産業ビル新築工事 鉄骨造
標準設計監理

店舗兼事務所 3/B1階建 延169.92㎡

千葉県館山市**
***-1

レストランNJR　改修工事 木　　      造 改修設計監理業
務飲食店  1階建 延40㎡

江戸川区西小岩1-
1935-1

○1○1産業ビル新築工事 鉄骨造
標準設計監理

店舗兼事務所 3/B1階建 延169.92㎡

千葉県館山市**
***-1

レストランNJR　改修工事 木　　      造 改修設計監理業
務飲食店  1階建 延40㎡

○○産業　試験　一郎

設備　真一
（株）湾岸工業　代表取
締役　海野　波男

建築　五郎 ○○産業　試験　一郎

意匠　三郎
（株）湾岸工業　代表取
締役　海野　波男

構造　進

平成　25年　4月　25日

１　所属建築士の当該事業年度における業務の実績を、当該建築士事務所におけるものに限って、直近のものから順次記入して下さい。入して
下さい。
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